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初j
文
書
は
、
番
号
の
ほ
か
、
年
月
日
、
文
書
名
を
記
載
し
た
。

本
巻
に
収
め
ら
れ
た
寸
山
田
文
書
L

中
の
文
書
を
、
底
本
の
配
列
に
従
い
、
通
し
番
号
を
付
し
て
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
書
の
年
月
日
の
う
ち
、
原
文
書
記
載
の
年
紀
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
補
筆
に
つ
い
て
は
底
本
に
従
っ
て
「

(
朱
書
)
で
囲
ん
で
区
別
し
た
。

年
紀
を
欠
く
も
の
の
う
ち
、
推
定
し
う
る
も
の
は
(

)
で
示
し
た
。

月
の
異
称
は
数
字
に
改
め
た
が
、
正
月
、
朔
日
、
晦
日
な
ど
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。

」

(
墨
書
)
又
は
『
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山
田

O 九八七六五四三二一 0 九八七六五四三二一委

文£弘文文文書
永安安永永永写

十 一
二三元九三二巻
年年年年年年之

番

山田文書目録

号

弘
安
二
年

弘
安
二
年

弘
安
三
年

弘
安
九
年

文
永
十
二
年

弘
長
元
年

建

治

元

年

建

治

二

年

弘

安

十

年

正

応

四

年

永

仁

五

年

永

仁

五

年

正

安

二

年 年

月九
月
廿
日

二
月
廿
七
日

四
月
十
七
日

七
月
冊
目

七
月
廿
一
日

二
月
十
七
日

五
月
九
日

十
二
月
十
九
日

十
二
月
十
九
日

六
月
十
一
日

二
月
十
七
日

十
月
廿
八
日

十
月
三
日

九
月
十
三
日

十
月
三
日

三
月
十
三
日

七
月
五
日

八
月
晦
日

七
月
二
日

日

文

書

名

島
津
道
仏
譲
状

島
津
道
仏
譲
状

島
津
道
仏
譲
状

関
東
御
教
書

島
津
久
経
書
状

山
田
忠
実
関
譲
状

島
津
久
時
申
状

関
東
御
教
書

関
東
御
教
書

関
東
御
教
書

関
東
御
教
書

山
田
忠
真
譲
状

沙
弥
寂
護
団
地
売
券

ふ
つ
け
う
譲
状

山
田
忠
真
譲
状

関
東
下
知
状

道
智
文
書
預
状

関
東
御
教
書

島
津
忠
宗
書
状

鎮
西
下
知
状

二

一

正

安

二

年

二

二

正

安

四

年

山
田
氏
文
書
写
巻
之
二

二

三

正

和

四

年

七

月

十

六

日

二

四

元

亨

二

年

十

一

月

二
五
元
亨
二
年
十
一
月
廿
五
日

※
(
一
五
)
建
治
二
年
九
月
十
三
日

二
六
「
元
亨
二
年
」
十
二
月
十
一
日

二

七

元

亨

三

年

三

月

四

日

二

八

元

亨

三

年

五

月

三

日

二

九

元

亨

三

年

六

月

十

四

日

三
O

元

亨

三

年

七

月

廿

五

日

三
一
コ
冗
亨
三
年
L

八
月
四
日

三
二
「
元
亨
三
年
」
九
月
十
一
日

三

三

元

亨

三

年

九

月

廿

八

日

三

四

九

月

品

川

日

三

五

三

月

廿

日

三

六

六

月

三

七

七

月

二

日

三

八

十

一

月

十

五

日

三

九

十

一

月

廿

九

日

番

号

元
亨

元
亨

元
亨

元
亨

年

月
十
一
月
三
日

八
月
廿
七
日

四 四
年年

四四
年年

臼

文

書

名

ふ
ち
ハ
ら
の
う
ち
の
に
よ
契
状

山
田
道
慶
文
書
目
録

北
条
政
顕
書
下

山
田
道
慶
申
状

鎮
西
御
教
書

山
田
忠
真
譲
状

薩
摩
国
守
護
代
本
性
書
状

頴
娃
久
純
請
文

平
為
重
請
文

平
成
貞
書
状

谷
山
覚
信
請
文

島
津
忠
宗
書
状

本
性
書
状

平
重
基
請
文

沙
弥
津
性
書
状

鎮
西
下
知
状

谷
山
覚
信
代
俊
忠
陳
状

藤
原
忠
幸
書
状

平
為
忠
問
状

鎮
西
下
知
状
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六
月
一
日

六
月
一
日

七
月
三
日

十
月
十
日

十
二
月
十
六
日

三
月
五
日

十
二
月
五
日

十
二
月
九
日

三
月
十
四
日

十
一
月
十
六
日

十
二
月
十
日

正
月
八
日

十
二
月
十
日

十
二
月
十
日

正
月
廿
日

閏
二
月
三
日

間
二
月
三
日

六
月
八
日

七
月

七
月

四
O

正

中

二

年

四

一

正

中

二

年

四

二

正

中

二

年

四

三

正

中

二

年

四

四

嘉

暦

二

年

四

五

嘉

暦

四

年

四

六

元

徳

元

年

四

七

元

徳

元

年

四

八

元

徳

二

年

四

九

元

徳

二

年

五
O

元

徳

二

年

五

一

元

徳

三

年

五

ニ

正

慶

元

年

五

三

正

慶

元

年

五

四

正

慶

二

年

五

五

正

慶

二

年

五

六

正

慶

二

年

五

七

元

弘

三

年

五

八

元

弘

三

年

五

九

元

弘

三

年

山
田
氏
文
書
写
巻
之
三

六
O

元

弘

三

年

六

一

建

武

元

年

六八
月月

十
日

山
田
道
慶
和
与
状

谷
山
覚
信
和
与
状

鎮
西
御
教
書

鎮
西
下
知
状

鎮
西
御
教
書

鎮
西
御
教
書

鎮
西
御
教
書

沙
弥
道
覚
代
重
俊
和
与
状

伊
集
院
助
久
請
文

鎮
西
下
知
状

鎮
西
御
教
書

日
置
伊
作
文
書
受
取
状

鎮
西
下
知
状

鎮
西
御
教
書

鎮
西
御
教
書

鎮
西
御
教
書

鎮
西
御
教
書

大
友
具
簡
書
下

山
田
道
慶
・
申
状

山
田
道
慶
着
到
状

六一一
六一一一

六
四

六
五

六
六

六
七』、、、

-ノ，，，
六
九

七
O

七一七
二

七
三

七
四

七
五

七
六

七
七

七

八

嘉

暦

七

九

嘉

暦

八

O

嘉
暦

八

一

嘉

暦

八
二
(
嘉
暦

八

三

嘉

暦

八
四
元
徳

廿
日

山
田
道
慶
着
到
状

山
田
道
慶
申
状

建建建建建建
武武武武武武

元
年

元
年

二
年

三
年

三
年

三
年

苦号電車語愛護
三二二二二四 元
年年年年年年 年

六
月
十
七
日

十
一
月
廿
六
日

二
月

三
月
廿
日

三
月

三
月
廿
四
日

七
月
廿
一
日

十
月
廿
一
日

九
月
十
三
日

四
月
十
九
日

四
月
十
九
日

四
月
十
九
日

一
一
月
十
九
日

二
月
廿
五
日

四
年

四
年

四
年

四
年

四
年
)

四
年

二
年

五
月
廿
三
日

六
月

七
月
廿
七
日

九
月
廿
五
日

七
月
一
日

九
月
廿
七
日

四
月
廿
日

谷
山
覚
信
代
教
信
請
文

後
醍
醐
天
皇
論
旨

山
国
道
慶
申
状

山
国
道
慶
軍
忠
状

山
田
道
慶
軍
忠
状

島
津
道
鑑
挙
状

大
窪
明
賢
陳
状

維
訴
決
断
所
牒

た
う
き
ん
避
状

山
田
忠
真
譲
状

山
田
道
慶
譲
状

山
田
道
慶
譲
状

山
田
道
慶
置
文

山
田
道
慶
譲
状

谷
山
覚
信
書
状

谷
山
覚
信
文
書
波
状

鎮
西
御
教
書

山
田
諸
三
郎
丸
重
申
状

鎮
西
御
教
書

和
泉
実
忠
詩
文

谷
山
覚
信
請
文

平
忠
世
請
文

鎮
西
御
教
書
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八

五

元

徳

二

年

八

六

元

徳

二

年

八

七

元

徳

二

年

八

八

元

徳

二

年

八

九

元

徳

二

年

九
O

正

慶

元

年

九

一

元

弘

三

年

九

二

元

弘

三

年

九

三

元

弘

三

年

山
田
氏
文
書
写
巻
之
四

※
(
六
二
〉
建
武
元
年

九

四

建

武

元

年

九

五

建

武

元

年

九
六

九

七

建

武

九

八

建

武

九

九

建

武

一O
O
建
武

一
O
一

建

武

一
O
二

建

武

一
O
三

建

武

一
O
四

建

武

一
O
五
(
建
武

山田文書目録

閏
六
月
二
日

後
六
月
八
日

後
六
月
廿
五
日

七
月
五
日

十
一
月
廿
五
日

十
二
月
五
日

六
月
廿
四
日

七
月

八
月

元
年

二
年

三
年

三
年

三
年

三
年

三
年

三
年

四
年
〉

六
月
十
七
日

九
月
廿
九
日

十
一
月
十
一
日

八
月
九
日

十
一
月
廿
七
日

三
月

三
月
五
日

三
月
五
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
八
日

六
月

五
日

谷
山
覚
信
請
文

渋
谷
定
園
詩
文

鮫
島
蓮
道
請
文

渋
谷
元
祐
請
文

谷
山
覚
信
代
教
信
重
申
状

鎮
西
下
知
状

山
田
道
慶
置
文

山
閉
忠
能
・
同
亀
三
郎
丸
連
帯
申
状

後
醍
醐
天
皇
論
旨

谷
山
覚
信
代
教
信
請
文

雑
訴
決
断
所
下
文

雑
訴
決
断
所
牒

僧
仁
一
巻
書
状

成
阿
奉
書

山
閑
忠
能
重
申
状

山
田
忠
能
着
到
状

島
津
道
鑑
挙
状

足
利
尊
氏
御
教
書

足
利
尊
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

足
利
尊
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

山
田
忠
能
軍
忠
状

山
田
忠
能
申
状

一
O
六

正

月

一
O
七

三

月

一
O
八

三

月

一
O
九

五

月

十

八

日

一一

O

十
一
月
廿
九
日

一

一

一

三

月

十

八

日

一
一
二
(
暦
応
四
年
〉
閏
四
月
四
日

一

一

三

貞

和

六

年

九

月

廿

二

日

一

一

四

貞

和

七

年

四

月

一

一

五

観

応

二

年

六

月

十

三

日

一

二

ハ

観

応

二

年

七

月

廿

八

日

一

一

七

正

平

十

三

年

五

月

一

日

一

一

八

正

平

十

三

年

七

月

一

日

一

一

九

応

安

七

年

五

月

廿

二

日

一二

O

応

安

八

年

五

月

十

日

二

二

永

和

元

年

七

月

十

八

日

一
二
二
至
徳
元
年
十
一
月
十
六
日

一

二

三

建

武

四

年

十

一

月

三

日

一

二

四

観

応

二

年

六

月

十

三

日

一

二

五

応

安

六

年

二

月

七

日

一
一
一
六
貞
治
六
年
二
月
十
八
日

一

二

七

応

安

七

年

五

月

廿

二

日

一

二

八

明

徳

四

年

六

月

襲襲警護霊
四四四四四
年年年年年

山
田
忠
能
申
状

山
田
忠
能
申
状

山
田
忠
能
申
状

足
利
直
義
御
教
書

足
利
直
義
御
教
書

島
津
道
恵
書
状

島
津
道
恵
書
状

足
利
直
冬
軍
勢
催
促
状

山
田
忠
経
申
状

足
利
直
冬
下
文

足
利
直
冬
軍
勢
催
促
状

島
津
氏
久
宛
行
状

島
津
氏
久
安
堵
状

今
川
了
俊
挙
状

島
津
氏
久
挙
状

今
川
了
俊
書
状

犬
追
物
手
組

山
田
亀
三
郎
丸
軍
忠
状

足
利
直
冬
下
文

今
川
了
俊
感
状

山
田
忠
経
譲
状

今
川
了
俊
挙
状

島
津
元
久
段
銭
請
文
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一
二
九
応
永
十
六
年
三
月
二
日

一三

O

応
永
十
八
年
八
月
廿
八
日

一
三
一
応
永
十
八
年
八
月
廿
八
日

一
三
二
応
永
十
八
年
閏
十
月
十
一
日

}
三
三
応
永
十
八
年
十
一
月
十
八
日

山
田
氏
文
書
写
巻
之
五

一
三
四
応
永
十
八
年
十
一
月
十
八
日

一
三
五
応
永
十
九
年
十
一
月
情
日

一
三
六
応
永
廿
五
年
十
二
月
二
日

一

三

七

十

一

月

廿

三

日

一

三

八

十

一

月

廿

六

日

一
三
九
応
永
骨
二
年
間
六
月
九
日

一四

O

応

永

十

年

二

月

七

日

一
四
一
応
永
廿
二
年
八
月
廿
二
日

一
四
二
応
永
計
五
年
五
月
廿
四
日

一
四
三
永
享
四
年
十
二
月
廿
四
日

一
四
四
永
享
七
年
六
月
廿
三
日

一

四

五

永

享

八

年

五

月

廿

日

一
四
六
嘉
吉
二
年
三
月
十
八
日

一

四

七

六

月

九

日

一

四

八

七

月

十

九

日

一

四

九

十

月

十

三

日

一五

O
(享
禄

六

月

十

三

日

年

島島島山北

安要望星雲

23銭安
i士一状状名

書
契
状

島
津
久
豊
安
堵
状

島
津
久
豊
契
状

平
田
重
宗
契
状

島
津
久
豊
書
状

島
津
久
豊
書
状

山
田
玄
威
臥
申
状

山
田
久
輿
譲
状

島
津
久
豊
加
宮
状

山
田
忠
豊
申
状

島
津
好
久
宛
行
状

島
津
好
久
宛
行
状

島
津
忠
国
宛
行
状

島
津
持
久
宛
行
状

島
津
忠
図
書
状

島
津
忠
昌
書
状

島
津
忠
昌
書
状

隈
江
匡
久
書
状

一
五
一
(
享
禄

一
五
二
(
大
永

一
五
三

一
五
四

一
五
五
(
大
永

一
五
六
〈
大
永

一
五
七
(
大
永

一
五
八
(
大
永

一
五
九
〈
大
永

二ハ
O
(大
永

一
六
一
(
大
永

一
六
二
天
文

一
六
三

一
六
四
永
享
六
年

山
田
文
書
(
一

O
の
O
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教
書

正
月
廿
八
日
蔵
人
頭
日
野
時
光
奉
口
宣
案

正
月
廿
八
日
蔵
人
頭
日
野
時
光
奉
口
宣
案

六
月
十
一
日
足
利
某
御
内
書

六
月
廿
九
日
足
利
義
満
御
教
書

六
月
廿
九
日
足
利
義
満
御
教
書

六
月
十
一
日
島
津
元
久
書
状

六
月
十
一
日
莱
書
状

四
月
(
十
日
)
島
津
道
鑑
代
得
貴
申
状

三
月
十
五
日
操
守
護
井
関
東
外
題
安

七
月
廿
一
日

五
月
十
六
日

二二元元
年年年年

四
年

五
月
七
日

十
二
月
廿
日

十
月
廿
日

十
二
月
十
三
日

七
月
廿
二
日

十
月

七
月
廿
四
日

間
五
月
廿
六
日

8臼

福
島
大
明
神
社
記
写

山
田
七
郎
右
衛
門
覚
留

山
田
七
郎
右
衛
門
覚
書

山
田
七
眠
中
釘
腎
門
・
山
田
六
郎

右
衛
門
連
署
書
状

御
能
組
交
名

藩
申
波
書

山
田
七
郎
右
衛
門
覚
書

山
田
七
郎
右
衛
門
覚
留



三
四
四

三
四
五

三
四
六

三
四
七

三
四
八

※
会
コ
二
〉

※
つ
コ
二
〉

三
四
九
長
禄
四
年

三
五

O

寛
元
元
年

三
五
一
永
正
十
一
年

山
田
文
書
(
一

O
の
7
〉

三
五
二

三
五
三
文
明
九
年

三
五
四
文
明
八
年

三
五
五
文
明
十
四
年

山
田
文
書
(
一

O
の
8
)

三
五
六

山
田
文
書
(
一

O
の
9
)

※
(
一
)
文
永
二
年

録
※
(
二
)
文
永
三
年

同
同書

※
(
三
)
文
永
九
年

眠
※
ハ
四
〉
弘
安
元
年

山
※
ハ
五
)
寸
弘
安
三
年
」

応
永
品
川
二
年

七
月

間
六
月

十
二
月
十
五
日

正
月
七
日

二
月
彼
岸

二二十
月 月 月

九
月
廿
日

二
月
廿
七
日

四
月
十
七
日

七
月
品
川
目

七
月
廿
一
日

八廿
日日

山
田
九
郎
左
衛
門
口
上
覚

東
玄
忠
段
銭
注
文

料
理
式
書
上
(
魚
)

料
理
式
書
上
(
鳥
〉

料
理
次
第

カ
チ
タ
チ
ノ
事

一
張
弓
之
日
記

的
絵
之
次
第

弓
之
式
目

弓
箭
口
伝

吉
田

相
伝
兵
法
書
由
来

域
取
地
形
図
伝
書

弓
箭
要
集
一
巻

山
田
聖
栄
帝
王
年
代
記
写

日

鷹
之
伝
書

島
津
道
仏
譲
状

島
津
道
仏
譲
状

島
津
道
仏
譲
状

関
東
御
教
書

島
津
久
経
書
状

※
(
六
)
文
永
十
二
年

※
(
七
)

※

(

八

)

弘

安

二

年

五

月

九

日

※
(
一
一
〉
弘
安
九
年
六
月
十
一
日

※
(
九
)
弘
安
二
年
十
二
月
十
九
日

※
(
一

O
〉
弘
安
三
年
十
二
月
十
九
日

※
(
一
二
)
文
永
十
二
年
二
月
十
七
日

※
(
一
三
)
弘
長
元
年
十
月
廿
八
日

※
(
一
四
)
建
治
元
年
十
月
三
日

※
(
一
五
)
建
治
二
年
九
月
十
三
日

※
(
一
六
)
広
安
十
年
十
月
三
日

※
(
一
七
〉
正
応
四
年
三
月
十
三
日

※
(
一
八
)
永
仁
五
年
七
月
五
日

※
(
一
九
〉
永
仁
五
年
八
月
晦
日

※
(
二

O
〉

正

安

二

年

七

月

二

日

※
つ
二
〉
正
安
二
年
十
一
月
三
日

※
(
二
二
)
正
安
四
年
八
月
廿
七
日

※
(
二
三
〉
正
和
四
年
七
月
十
六
日

※
〈
二
四
〉
元
亨
二
年
十
一
月

※
(
二
五
)
元
亨
二
年
十
一
月
廿
五
日

※
〈
一
五
〉
建
治
二
年
九
月
十
三
日

※
(
一
二
ハ
)
「
元
亨
二
年
」
十
二
月
+
一
日

※
(
二
七
〉
元
亨
三
年
三
月
四
日

二
月
十
七
日

山
田
忠
実
尉
譲
状

島
津
久
時
申
状

関
東
御
教
書

関
東
御
教
書

関
東
御
教
書

関
東
御
教
書

山
田
忠
真
譲
状

沙
弥
寂
謹
団
地
売
券

ふ
つ
け
う
譲
状

山
田
忠
真
譲
状

関
東
下
知
状

道
智
文
書
預
状

関
東
御
教
書

島
津
忠
宗
書
状

鎮
西
下
知
状

ふ
ち
ハ
ら
の
う
ち
の
に
よ
契
状

山
田
道
慶
文
書
目
録

北
条
政
顕
書
下

山
田
道
慶
申
状

鎮
西
御
教
書

山
田
忠
真
譲
状

薩
摩
国
守
護
代
本
性
書
状

頴
娃
久
純
請
文
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※
(
二
八
υ
元
亨

※
(
二
九
〉
元
亨

※
(
三

O
)
元
亨

※
(
一
一
二
)
『
元
亨

※
〈
三
二
)
寸
元
亨

※
(
三
三
)
元
亨

※
(
三
四
)

※
(
三
五
)
元
亨

※
(
一
二
六
)
一
冗
亨

※
(
三
七
)

※
〈
三
八
)
元
亨

※
(
三
九
〉
元
亨

※
(
四

O
)
正
中

※
(
四
一
〉
正
中

※
(
四
二
)
正
中

※
(
四
三
〉
正
中

※
ハ
四
四
)
嘉
暦

※
(
四
五
〉
嘉
暦

※
(
四
六
)
元
徳

※
(
四
七
〉
元
徳

※
(
四
八
〉
元
徳

※
(
四
九
)
元
徳

※
(
五

O
)
元
徳

三
年

三
年

三
年

三
年
』

三
年
L

三
年

五
月
三
日

六
月
十
四
日

七
月
廿
五
日

八
月
四
日

九
月
十
一
日

九
月
廿
八
日

九
月
冊
目

三
月
廿
日

六
月

七
月
二
日

十
一
月
十
五
日

十
一
月
廿
九
日

六
月
一
日

六
月
一
日

七
月
三
日

十
月
十
日

十
二
月
十
六
日

三
月
五
日

十
二
月
五
日

十
二
月
九
日

三
月
十
四
日

十
一
月
十
六
日

十
二
月
十
日

四四
年年

二二二元元四二二二二二四四
年年年年年年年年年年年年年

平
為
重
論
文

平
成
貞
書
状

谷
山
覚
信
請
文

島
津
忠
宗
書
状

本
性
書
状

平
重
基
請
文

沙
弥
津
性
書
状

鎮
西
下
知
状

谷
山
覚
信
代
俊
忠
陳
状

藤
原
忠
幸
書
状

平
為
忠
問
状

鎮
西
下
知
状

山
田
道
慶
和
与
状

谷
山
覚
信
和
与
状

鎮
西
御
教
書

鎮
西
下
知
状

鎮
西
御
教
書

鎮
西
御
教
書

鎮
西
御
教
書

沙
弥
道
覚
代
重
俊
和
与
状

伊
集
院
助
久
請
文

鎮
西
下
知
状

鎮
西
御
教
書

※
(
五
一
〉
元
徳

※
(
五
二
)
正
慶

※
(
五
三
)
正
慶

※
(
五
四
)
正
慶

※
(
五
五
〉
正
慶

※
(
五
六
)
正
慶

※
〈
五
七
〉
元
弘

※
(
五
八
〉
元
弘

※
(
五
九
)
元
弘

※
(
六

O
〉
元
弘

※
(
六
一
)
建
武

※
(
六
二
)
建
武

※
(
六
三
)
建
武

※
(
六
四
〉
建
武

※
(
六
五
)
建
武

※

2
2
0
建
武

※
(
六
七
〉
建
武

※

2
ハ
八
)

※
ハ
ム
ハ
九
)
建
武

※
(
七

O
)
康
永

※
(
七
一
〉
建
治

※
ハ
七
一
一
)
正
中

※
(
七
三
一
〉
正
中

三三三二元元元三三三三二二二元元三
年年年年年年年年年年年年年年年年年

正
月

十
二
月

十
二
月

正
月

間
二
月

間
二
月

六
月

七
月

七
月
十
日

八
月
廿
日

六
月

六
月
十
七
日

十
一
月
廿
六
日

二
月

三
月
廿
日

三
月

三
月
廿
四
日

二二二四元
年年年年年

七
月
廿
一
日

十
月
廿
一
日

九
月
十
三
日

四
月
十
九
日

四
月
十
九
日

八三三廿十十八
日日日日日目白

日
置
伊
作
文
書
受
取
状

鎮
西
下
知
状

鎮
西
御
教
書

鎮
西
御
教
書

鎮
西
御
教
書

鎮
西
御
教
書

大
友
具
筒
書
下

山
田
道
慶
申
状

山
田
道
慶
着
到
状

山
田
道
慶
着
到
状

山
田
道
慶
申
状

谷
山
覚
信
代
教
信
請
文

後
醍
醐
天
皇
論
旨

山
田
道
慶
申
状

山
田
道
慶
軍
忠
状

山
田
道
慶
軍
忠
状

島
津
道
鑑
挙
状

大
窪
明
賢
際
状

雑
訴
決
断
所
牒

た
う
き
ん
避
状

山
田
忠
真
譲
状

山
田
道
慶
譲
状

山
国
道
慶
譲
状
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※
〈
七
四
)
正
中

※
(
七
五
〉
正
中

※
(
七
六
)

※
(
七
七
)

※
〈
七
八
)
嘉
暦

※
(
七
九
〉
嘉
暦

※
(
八

O
〉
嘉
暦

※
(
八
一
〉
嘉
暦

※
(
八
二
〉
(
嘉
暦

※
(
八
三
)
嘉
麿

※
(
八
四
)
元
徳

※
〈
八
五
)
元
徳

※
(
八
六
〉
元
徳

※
(
八
七
)
元
徳

※
(
八
八
)
一
冗
徳

※
(
八
九
〉
元
徳

※
(
九
O
)
正
慶

※
(
九
一
〉
元
弘

※
(
九
二
)
元
弘

録
※
(
九
一
ニ
)
元
弘

前
※
(
六
二
)
建
武

眠
※
(
九
四
)
建
武

山
※
〈
九
五
〉
建
武

年年

四
月
十
九
日

二
月
十
九
日

二
月
廿
五
日

元元元三三三元 二二二二二二四四四四四四
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年、J

五
月
廿
三
日

六
月

七
月
廿
七
日

九
月
廿
五
日

七
月
一
日

九
月
廿
七
日

四
月
廿
日

間
六
月
二
日

後
六
月
八
日

後
六
月
廿
五
日

七
月
五
日

十
一
月
廿
五
日

十
二
月
五
日

六
月
廿
四
日

七
月

八
月
五
日

六
月
十
七
日

九
月
廿
九
日

十
一
月
十
一
日

山
田
道
慶
置
文

山
国
道
慶
譲
状

谷
山
覚
信
書
状

谷
山
覚
信
文
書
波
状

鎮
西
御
教
書

山
田
諸
三
郎
丸
重
申
状

鎮
西
御
教
書

和
泉
実
忠
請
文

谷
山
党
信
請
文

平
忠
世
請
文

鎮
西
御
教
書

谷
山
覚
信
請
文

渋
谷
定
園
詩
文

鮫
島
蓮
道
請
文

渋
谷
元
祐
請
文

谷
山
覚
信
代
教
信
重
申
状

鎮
西
下
知
状

山
田
道
慶
置
文

山
田
忠
能
・
同
亀
三
郎
丸
連
署
申
状

後
醍
醐
天
皇
論
旨

谷
山
覚
信
代
教
信
請
文

雑
訴
決
断
所
下
文

雑
訴
決
断
所
牒

※
(
九
六
)

※
(
九
七
〉
建
武
元
年

※
(
九
九
)
建
武
三
年

※(一

O
O
)建
武
三
年

※(一

O
一
〉
建
武
三
年

※(一

O
二
〉
建
武
三
年

※(一

O
三
)
建
武
三
年

※ハ一

O
四
〉
建
武
三
年

※(一

O
五
)
(
建
武
四
年
)

※(一

O
六
)
建
武
四
年

※ハ一

O
七
〉
建
武
四
年

※(一

O
八
)
建
武
四
年

※(一

O
九
〉
建
武
四
年

※
(
一
一

O
)建
武
四
年

※
三
一
三
〉
貞
和
六
年

※
ハ
一
一
四
〉
貞
和
七
年

※
〈
一
一
五
〉
観
応
二
年

※
三
二
ハ
〉
観
応
二
年

※
(
一
一
七
〉
正
平
十
三
年

※
(
一
一
八
)
正
平
十
三
年

※
(
一
一
九
〉
応
安
七
年

※
ハ
一
二

O
〉
応
安
八
年

※
(
一
二
一
)
永
和
元
年

八
月
九
日

十
一
月
廿
七
日

三
月
五
日

三
月
五
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
八
日

六
月

正
月

三
月

三
月

五
月
十
八
日

十
一
月
廿
九
日

九
月
廿
二
日

四
月

六
月
十
三
日

七
月
廿
八
日

五
月
一
日

七
月
一
日

五
月
廿
二
日

五
月
十
日

七
月
十
八
日

僧
二
巻
書
状

成
阿
奉
書

山
田
忠
能
着
到
状

島
津
道
鑑
挙
状

足
利
尊
氏
御
教
書

足
利
尊
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

足
利
尊
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

山
田
忠
能
軍
忠
状

山
田
忠
能
申
状

山
田
忠
能
申
状

山
田
忠
能
申
状

山
田
忠
能
申
状

足
利
直
義
御
教
書

足
利
直
義
御
教
書

足
利
直
冬
軍
勢
催
促
状

山
田
忠
経
申
状

足
利
直
冬
下
文

足
利
直
冬
軍
勢
催
促
状

島
津
氏
久
宛
行
状

島
津
氏
久
安
堵
状

今
川
了
俊
挙
状

島
津
氏
久
挙
状

今
川
了
俊
書
状
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※
ご
二
二
)
至
徳
元
年
十
一
月
十
六
日

※
(
一
二
三
〉
建
武
四
年
十
一
月
三
日

※
(
二
九
七
)
建
武
四
年
十
一
月
三
日

※
(
一
二
四
)
観
応
二
年
六
月
十
三
日

※
(
一
二
五
)
応
安
六
年
二
月
七
日

三

五

七

応

永

六

年

三

月

廿

一

日

※
〈
一
二
六
〉
貞
治
六
年
二
月
十
八
日

※
(
一
二
七
)
応
安
七
年
五
月
廿
二
日

※
(
一
二
八
〉
明
徳
四
年
六
月

※
〈
一
二
九
〉
応
永
十
六
年
三
月
二
日

※
(
一
三

O
)応
永
十
八
年
八
月
廿
八
日

※
(
一
三
一
〉
応
永
十
八
年
八
月
廿
八
日

※
(
一
三
二
)
応
永
十
八
年
間
十
月
十
一
日

※
(
一
三
三
)
応
永
十
八
年
十
一
月
十
八
日

※
(
一
三
四
)
応
永
十
八
年
十
一
月
十
八
日

※
(
一
三
五
)
応
永
十
九
年
十
一
月
品
川
日

三
五
八
(
嘉
吉
元
年
〉
四
月
十
三
日

三

五

九

八

月

山
田
文
書
(
一

O
の
叩
)

三
六

O

三
六
一

※
(
二
五
一
)

三
六
二
永
正

六
年

月

犬
追
物
手
組

山
田
亀
三
郎
丸
軍
忠
状

山
田
亀
三
郎
丸
軍
忠
状

足
利
直
冬
下
文

今
川
了
俊
感
状

島
津
友
久
寄
進
状

山
田
忠
経
譲
状

今
川
了
俊
挙
状

島
津
元
久
段
銭
詩
文

北
郷
道
日
一
外
八
名
連
署
契
状

山
田
玄
威
臥
契
状

島
津
玄
喜
凱
契
状

島
津
久
豊
契
状

島
津
久
豊
宛
行
状

島
津
久
豊
安
堵
状

島
津
久
豊
契
状

足
利
義
教
御
内
書

薩
摩
国
谷
山
郡
山
田
・
上
別
府

北
久
方
藍
注
文

吉
日

弓
等
名
称
口
伝

馬
爪
之
事
口
伝

幕
打
次
第
口
伝

弓
的
口
伝

※山
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永文寛(文 延永文
正安正 5安 文徳明

十 五 六 の 五
年年年 11年

、ーノ

永
正

九
年

文
明
十
三
年

長
禄

二
年

七
月

四
月
廿
九
日

十
一
月
十
五
日

ハ年
三
年

三
年

六
月
廿
九
日

六
月

八
月
)

J¥. 
月

吉
日

弓
矢
等
口
伝

軍
神
祭
等
口
伝

引
方
等
口
伝

鷹
見
之
事
口
伝

征
矢
法
量
之
事
等
口
伝

御
所
的
之
十
五
番
式
台
之
事
等

口
伝

弓
の
ね
や
の
大
事
口
伝

騎
射
秘
抄
之
日
記

鷹
之
事
口
伝

鷹
之
事
口
伝

鷹
之
事
口
伝

笠
懸
之
事
等
口
伝

弓
箭
大
事
書

868 

吉
日

二
月
廿
五
日
雑
書
抜
書

八
月
吉
日
弓
箭
大
事
書

七
月
廿
五
日
(
於
都
城
〉
笠
懸
之
事

弓
法
口
伝

頼
朝
相
伝
日
記

頼
朝
之
事
等
口
伝

馬
屋
之
道
具
次
第

鷹
之
事
口
伝

鷹
之
事
口
伝

正
月

J¥. 
日
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山田文書目録

寛
永

寛
永

天正
明徳

J¥ 
年

二
月
十
五
日

四
月
六
日

十
二
月
十
五
日

十
一
月
十
五
日

八
月
十
七
日

十
月
八
日

九
月
廿
一
日

十
二
月

五
月
五
日

七
月
廿
二
日

J¥ 
年

三
年

七
年

山
田
久
通
書
状

山
田
筑
前
某
覚
書

山
田
次
郎
右
衛
門
・
山
田
久
陳
連

署
書
状

山
口
勘
左
衛
門
・
山
口
筑
前
連
署

覚
書

山
田
忠
廉
書
状

山
田
七
郎
右
衛
門
覚
書

山
田
七
郎
右
衛
門
口
上
覚

山
田
七
郎
右
衛
門
書
下

山
田
久
柄
讃
文

記
録
所
達
書

某
覚
書

島
津
御
系
図
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編

年

順

文

書

目

録



例
本
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
樺
山
文
書
L

・
「
長
谷
場
文
書
」
・
「
山
田
文
書
L

中
の
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
編
年
順
に
配
列
し
、
収
録
し
た
。

文
書
の
年
月
日
の
う
ち
、
原
文
書
記
載
の
年
紀
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
補
筆
に
つ
い
て
は
底
本
に
従
っ
て
「
(
墨
書
)
又
は
『

(
朱
書
〉
で
囲
ん
で
区
別
し
た
。

年
紀
を
欠
く
も
の
の
う
ち
、
推
定
し
う
る
も
の
は
(
〉
で
示
し
た
。

月
の
異
称
は
数
字
に
改
め
た
が
、
正
月
、
期
目
、
晦
日
な
ど
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。

文
書
名
下
の
〈
〉
の
数
字
は
、
本
文
掲
載
番
号
を
示
し
た
。

」

』



樺
山
文
書
編
年
順
目
録
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文
保霊安時間雲要戸時間持続村議

五二四四四三元元三三三二元元元三二二二二二
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

二
年

三
月
十
五
日

三
月
十
五
日

三
月
十
五
日

三
月
十
五
日

三
月
十
五
日

三
月
廿
三
日

二
月
九
日

十
二
月
廿
七
日

十
二
月
廿
七
日

九
月
十
二
日

二
月
十
三
日

四
月
廿
五
日

二
月
十
六
日

六
月
十
八
日

七
月
廿
日

十
月
十
六
日

七
月
廿
五
日

間
九
月
廿
六
日

間
九
月
廿
六
日

間
九
月
廿
六
日

八
月

十
二
月
廿
五
日

島
津
道
義
譲
状
井
関
東
外
題
安
堵
状

(一〉

関
東
下
知
状
井
島
津
道
義
譲
状
合
一
〉

関
東
下
知
状
井
島
津
道
義
譲
状
合
一
)

関
東
下
知
状
井
島
津
道
義
譲
状
(
四
)

関
東
下
知
状
井
島
津
道
義
譲
状
(
五
)

関
東
下
知
状
井
島
津
道
義
譲
状
〈
六
)

島

津

貞

久

下

文

(

八

)

足

利

尊

氏

下

文

(

七

)

足

利

尊

氏

下

文

(

九

〉

高

師

泰

書

下

(

一

O
)

足

利

尊

氏

袖

判

下

文

三

一

)

一
色
範
氏
宛
行
状
(
一
-
一
)

一

色

範

氏

挙

状

(

一

三

)

征

西

将

軍

宮

令

旨

(

一

四

〉

斯

波

氏

経

書

状

三

六

)

斯
波
氏
経
軍
勢
催
促
状
(
一
五
)

北

郷

道

明

譲

状

(

二

八

〉

島

津

氏

久

宛

行

状

(

二

九

)

北

郷

北

方

相

分

注

文

(

三

O
〉

御

き

し

の

分

坪

付

(

三

二

五

)

樺

山

資

久

申

状

(

二

O
)

今

川

了

俊

書

下

空

二

〉

応応応明明明明明至至天天永永永永応応応応応応応
永永永徳徳徳徳徳徳徳授授和和和 和安安安安安安安

六四四五五四四二元元三三二二元元八七六六六六六
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

二
月
七
日

三
月
十
一
日

五
月
十
四
日

十
月
一
日

十
一
月
五
日

七
月
廿
日

六
月
七
日

七
月
十
八
日

八
月
十
一
日

六
月
九
日

六
月
九
日

三
月
十
八
日

六
月
廿
九
日

十
月
十
七
日

十
月
十
七
日

八
月
七
日

七
月
廿
九
日

十
月
廿
八
日

四
月
七
日

八
月
十
五
日

五
月
十
三
日

五
月
十
九
日

十
一
月
十
九
日

今

川

了

俊

感

状

(

一

七

)

今

川

了

俊

感

状

(

一

八

〉

今
川
了
俊
軍
勢
催
促
状
〈
一
九
〉

今
川
了
俊
官
途
吹
挙
状
三
一
二
)

今

川

了

俊

預

ケ

状

つ

二

〉

今
川
了
俊
官
途
吹
挙
状
(
三
三
〉

島

津

氏

久

挙

状

〈

二

二

〉

今

川

了

俊

挙

状

〈

二

四

〉

今

川

了

俊

書

下

(

二

五

〉

今

川

了

俊

書

下

(

一

二

ハ

〉

今

川

了

俊

書

下

(

三

四

〉

征

西

将

軍

宮

令

旨

(

二

七

)

征
西
将
軍
宮
令
旨
公
ニ
ム
ハ
〉

西
俣
村
平
園
水
田
年
貢
注
文
(
三
四
二
)

西
俣
村
平
園
色
々
米
注
文
(
三
四
三
〉

足
利
将
軍
家
御
教
書
(
三
五
一
〉

本

田

忠

親

契

状

(

三

八

)

息

長

道

辰

治

却

状

(

三

九

)

島

津

元

久

宛

行

状

(

四

O
)

島

津

元

久

宛

行

状

(

四

一

)

渋

川

満

頼

感

状

(

四

二

)

今

川

了

俊

書

下

(

三

四

八

)

大

和

守

幸

久

契

状

(

四

三

〉

872 



応
永
六
年

応
永
七
年

応
永
七
年

応

永

七

年

応
永
七
年

応
永
七
年

応
永
七
年

応
永
十
一
年

応
永
十
三
年

応
永
十
三
年

応
永
十
五
年

応
永
十
五
年

応
永
十
五
年

応
永
十
五
年

応
永
十
五
年

応
永
十
六
年

応
永
十
六
年

棒山文書編年順目録

応
永
十
七
年

応
永
十
七
年

(
応
永
十
七
年
〉

応
永
十
七
年

応
永
十
八
年

十
二
月
廿
三
日

二
月
五
日

二
月
廿
四
日

三
月
二
日

七
月
六
日

七
月
九
日

八
月
三
日

十
一
月
十
日

三
月
十
四
日

六
月
七
日

八
月
三
日

八
月
十
日

八
月
十
日

八
月
十
九
日

十
一
月
廿
一
日

三
月
廿
三
日

二
月
十
五
日

三
月
五
日

六
月
一
日

1¥ 
月

し
や
う
い
ん
質
券
(
三
五
七
〉

平

田

親

宗

契

状

(

四

四

)

島

津

元

久

宛

行

状

(

四

五

〉

島

津

元

久

宛

行

状

(

四

六

)

足
利
義
満
御
判
御
教
書
(
四
O
三
)

渋

川

満

頼

書

下

(

三

四

九

〉

島

津

元

久

宛

行

状

(

四

七

)

為

幸

質

券

(

三

五

八

〉

北

郷

布

廟

坪

付

(

三

二

八

)

清

正

質

券

(

三

二

三

)

重

継

売

券

(

四

八

)

清

正

売

券

(

四

九

〉

某

買

得

回

数

注

文

会

二

ハ

六

)

平

田

玄

親

繍

売

券

(

五

O
)

ま

す

女

売

券

(

三

六

一

〉

息

長

為

幸

質

券

状

(

五

一

)

樺
山
北
方
橋
井
・
平
井
内
検
帳

(
三
六
四
)

(
五
五
)

会
二

O
)

(
三
六
=
一
)

(
三
三
八
)

(
五
六
)

島
津
元
久
宛
行
状

中
野
幸
満
質
券

進
上
物
注
文

島
津
之
郡
本
大
そ
の
坪
付

島
津
玄
喜
臥
契
状

応
永
十
八
年
八
月

応

永

十

八

年

九

月

二

日

応

永

十

八

年

九

月

六

日

応
永
十
八
年
九
月
十
一
日

応
永
十
八
年
九
月
品
川
日

応

永

十

八

年

十

月

三

日

応

永

十

八

年

十

月

九

日

応

永

十

八

年

十

月

九

日

応
永
十
八
年
間
十
月
廿
五
日

応
永
十
八
年
間
十
月
廿
五
日

応
永
十
八
年
十
一
月
二
日

(
応
永
十
八
年
〉
十
一
月
十
三
日

応
永
十
八
年
十
二
月
五
日

ハ
応
永
十
八
・
九
年
頃
〉
十
月
十
↓
日

応
永
十
九
年
三
月
十
八
日

応

永

十

九

年

三

月

廿

日

応

永

十

九

年

三

月

廿

日

応
永
十
九
年
十
一
月
廿
三
日

応
永
十
九
年
十
一
月
廿
四
日

応
永
十
九
年
十
一
月
廿
四
日

応
永
十
九
年
十
一
月
廿
五
日

応

永

廿

年

三

月

十

五

日

平

回

玄

親

繍

契

状

(

五

七

)

北

原

久

兼

契

状

〈

五

八

〉

島

津

玄

喜

臥

契

状

(

五

九

)

町

田

由

貿

林

献

契

状

(

六

O
〉

備
前
守
仲
頼
契
状

2
ハ
一
)

前

対

馬

守

久

重

契

状

(

六

二

)

樺

山

道

春

畑

譲

状

(

六

四

)

様

山

道

春

禁

状

(

六

五

)

島

津

久

豊

安

堵

状

(

六

七

〉

島

津

久

豊

安

堵

状

(

六

八

)

北

郷

知

久

契

状

(

六

九

)

島
津
久
豊
宛
行
状
案
井
上
小
河
村
水
田
坪

付

(

七

四

〉

本

田

元

親

契

状

(

七

O
〉

島

津

久

豊

書

状

(

六

六

〉

島

津

久

豊

安

堵

状

(

七

一

〉

島

津

久

豊

宛

行

状

(

七

二

)

島

津

久

豊

宛

行

状

(

七

三

)

幸

満

契

状

(

七

五

)

島

津

久

豊

契

状

(

七

六

)

新

納

久

臣

契

状

(

七

七

)

島

津

久

豊

書

下

(

七

八

)

正

経

請

文

(

三

二

二

)

873 



応

永

廿

年

応

永

廿

年

応
永
廿
一
年

応
永
廿
二
年

応
永
廿
三
年

応
永
廿
三
年

応
永
廿
三
年

応
永
廿
四
年

応
永
廿
五
年

応
永
廿
五
年

応
永
廿
六
年

応
永
廿
八
年

応
永
廿
八
年

応
永
廿
八
年

応
永
品
川
年

応
永
品
川
一
年

応
永
品
川
二
年

応
永
叶
二
年

応
永
叶
二
年

応
永
品
川
三
年

応
永
品
川
四
年

応
永
品
川
四
年

四
月
廿
九
日

九
月
廿
五
日

四
月
二
日

十
二
月
十
三
日

二
月
廿
九
日

七
月
廿
四
日

十
二
月
十
四
日

九
月
十
二
日

正
月
十
四
日

四
月
八
日

十
月
廿
八
日

三
月
二
日

三
月
二
日

九
月
十
四
日

九
月
廿
四
日

四
月
廿
五
日

二
月
廿
二
日

四
月
十
日

四
月
十
日

四
月

正
月
廿
二
日

二
月
七
日

島

津

久

豊

安

堵

状

(

七

九

)

島

津

久

豊

宛

行

状

(

八

O
)

島

津

久

豊

書

下

(

八

一

〉

島

津

久

豊

加

冠

状

(

八

四

)

本

田

元

親

質

券

(

八

五

)

北

郷

知

久

契

状

(

八

二

〉

島
津
存
忠
臥
質
入
証
文
ハ
八
六
)

足

利

将

軍

家

御

教

書

(

三

五

O
〉

伊

東

祐

立

契

状

〈

八

七

)

沙

弥

秀

貞

奉

書

(

八

八

)

島

津

忠

朝

契

状

(

八

九

)

河
辺
鹿
児
西
方
坪
付
(
三
四
一
〉

河

辺

国

上

内

坪

付

(

三

五

三

)

伊

集

院

道

応

矧

契

状

(

九

O
〉

後
追
兵
庫
・
中
崎
道
幾
連
署
証
文(

三
一
一
〉

(
九
一
)

(
一
二
一
六
〉

(
九
五
)

(
九
六
)

(一一一六一一)

(
九
七
〉

(
九
八
)

越
後
守
久
元
契
状

為
幸
請
取
状

某
坪
付

某
坪
付

平
忠
勝
質
券

久
安
質
券

某
坪
付

(
応
永
叶
五
年
)

正

長

二

年

永

享

三

年

永

享

四

年

永

享

四

年

永

享

四

年

永

享

四

年

永

享

四

年

永

事

四

年

永

享

五

年

永

享

五

年

永

享

五

年

永

享

五

年

永

享

六

年

、水-字

、水-閏子

、
氷
室
d

七七七
年年年

永
享
七

l
八
年

永

享

八

年

永

享

八

年

永

享

八

年

正
月
廿
九
日

四
月
十
五
日

七
月
十
三
日

七
月
十
三
日

七
月
十
三
日

七
月
十
三
日

八
月
廿
七
日

十
二
月
十
三
日

六
月
十
一
日

六
月
十
一
日

七
月
八
日

正
月
廿
六
日

六
月
十
二
日

十
月
十
四
日

十
月
十
四
日

六
月
廿
四
日

八
月
三
日

八
月
三
日

為

州

弔

料

書

上

日

記

(

三

七

O
)

平

忠

勝

質

券

(

一

三

二

)

ゅ
う
く
わ
う
売
物
日
記
三
二
四
)

樺

山

孝

久

書

状

(

九

九

)

樺

山

孝

久

書

状

(

一

O
O
)

樺

山

孝

久

書

状

(

一

O
二
)

樺

山

孝

久

譲

状

(

一

五

二

〉

島

津

好

久

畑

契

状

(

一

O
三
)

島

津

忠

国

書

下

(

一

O
四
)

京

都

銚

物

日

記

〈

三

六

五

)

の

の

み

谷

議

状

(

四

一

一

一

〉

島

津

忠

国

書

下

(

一

O
五
)

買

物

請

取

日

記

合

一

二

五

〉

本
田
重
経
・
平
田
氏
宗
連
署
坪
付(

一
二
一
二
六
)

島

津

忠

国

契

状

(

一

O
六
)

島

津

貴

久

酌

起

請

文

(

一

O
七
)

本
田
重
経
外
十
四
名
連
署
起
請
文

(

一

O
八
)

(
三
三
九
〉

(

一

O
九
)

(一一

O
)

(
一
一
一
)
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出
銭
日
記

伊
集
院
町
一
久
契
状

島
津
忠
図
書
下

島
津
忠
図
書
下



樺山文書編年順目録

文文文文文文文嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉主永永永永永永永永
安安安安安安安吉吉吉吉吉吉吉孝享享享享享享享享

ま十十十十 . 
三二二元元元元四元元元元元元 o三三二二十八八八
年年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年

八
月
十
日

八
月
十
三
日

十
二
月
十
三
日

十
月
廿
日

六
月
廿
日

六
月
廿
日

五
月
十
日

五
月
廿
八
日

八
月
廿
五
日

四
月
十
三
日

九
月
十
二
日

九
月
十
二
日

九
月
十
二
日

十
二
月
十
二
日

十
二
月
廿
八
日

三
月
八
日

十
月
十
四
日

十
月
十
四
日

十
月
廿
二
日

十
月
廿
二
日

三
月
廿
七
日

四
月
三
日

九
月
十
六
日

沙
弥
玄
清
契
状

樺
山
孝
久
契
状

島
津
貴
久
酷
加
冠
状

金
田
む
ね
ち
か
借
券

足
利
義
教
御
教
書

足
利
義
教
御
教
書

北
郷
知
久
契
状

伴
貴
兼
契
状

大
覚
寺
尊
有
一
時
御
内
書
案

足
利
義
教
御
内
書

島
淳
一
持
久
畑
契
状

和
田
正
存
契
状

高
木
殖
家
契
状

足
利
将
軍
家
御
教
書

信
家
治
却
状

島
津
持
久
畑
安
堵
状

伊
東
祐
実
契
状

野
辺
盛
士
口
契
状

高
木
殖
家
契
状

和
田
正
存
契
状
(
前
欠
)

和
田
正
存
契
状

伊
東
祐
実
契
状

伴
兼
忠
外
二
名
連
署
契
状

r、、 r、、 r、、 r、、 r、、 r、、r-- ，...、、 r、 r、、 r、、 r、 r、、 r、 r、、 r、、r-- r、 r、r--. 1'""""¥ T'¥ r、、
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'-" '-" '-"、J 、J 、._/ '-' '-' '-'、.，._/'-''-''-''-''-''-''-''-''-''-''-'¥，，_/'-'

文

安

三

年

文

安

三

年

文

安

四

年

享

徳

二

年

長

禄

二

年

長

禄

三

年

三

月

廿

六

日

長

禄

四

年

十

月

廿

六

日

長

禄

四

年

十

月

廿

六

日

長

禄

五

年

三

月

十

二

日

文

正

二

年

十

一

月

晦

日

応

仁

二

年

五

月

応

仁

三

年

六

月

十

一

日

文

明

二

年

正

月

十

八

日

(
文
明
二
年
)
正
月
廿
二
日

文
明
十
二
年
十
月
十
八
日

文
明
十
二
年
十
二
月
十
八
日

文
明
十
二
年
十
二
月
十
八
日

(
文
明
十
六

t
七
年
)

(
文
明
年
間
)

延

徳

三

年

延

徳

四

年

延

徳

四

年

延

徳

四

年

九
月
十
七
日

九
月
廿
九
日

六
月
廿
一
日

三
月
廿
二
日

十
二
月
廿
五
日

二
月
十
五
日

三
月
三
日

三
月
六
日

樺

山

孝

久

契

状

(

一

三

九

)

島

津

忠

園

契

状

(

一

四

O
〉

京

都

議

物

日

記

(

一

一

三

一

〉

某

坪

付

(

一

一

三

五

〉

長
禄
二
年
諸
所
合
戦
注
文
(
三
九
一
〉

正

寿

寺

挑

物

日

記

(

三

六

八

〉

左
馬
助
忠
俊
起
請
文
(
一
五
四
)

北

郷

義

久

契

状

(

一

五

五

)

島

津

立

久

契

状

(

一

四

一

〉

所

領

書

上

日

記

(

三

七

一

)

某

坪

付

(

一

二

四

五

)

石
寺
窪
之
五
郎
九
郎
証
文
(
三
七
五
)

く
ま
女
・
乙
犬
女
連
署
証
文
(
三
五
九
)

某

覚

書

(

三

七

六

〉

島
津
武
久
給
分
宛
行
目
録
(
四
二
二
)

某

坪

付

(

一

五

八

)

三

俣

院

南

方

坪

付

(

三

二

O
)

文

明

記

抄

(

三

九

O
)

文
明
年
間
諸
所
合
戦
注
文
(
三
九
二
)

樺

山

長

久

起

請

文

(

一

五

九

)

射

礼

私

記

(

三

九

一

二

)

小
笠
原
宗
信
法
量
物
口
伝
(
三
九
四
)

飛
鳥
井
雅
康
蹴
鞠
道
伝
授
状
(
一
六
一
〉
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永永明延
正正応徳

二二四四
年年年年

永
正
二
年

永
正
二
年

永
正
三
年

永
正
四
年

永
正
十
三
年

永
正
十
七
年

永
正
十
七
年

大
永
七
年

大
永
七
年

大
永
七
年

享
禄
二
年

天
文
五
年

天
文
六
年

(
天
文
廿
一
年
〉

「
天
文
廿
二
年
」

(
弘
治
二
年
)

(
弘
治
三
年
〉

三
月

六
月
廿
一
日

正
月
廿
日

正
月
叶
日

九
月
廿
六
日

十
月

八
月
廿
八
日

七
月
廿
八
日

十
月
十
八
日

七
月
一
日

七
月
廿
二
日

二
月
六
日

二
月
十
九
日

二
月
廿
一
日

十
二
月
廿
六
日

十
二
月
吉
日

八
月
廿
五
日

七
月
九
日

正
月
廿
三
日

五
月
十
八
日

某

請

文

三

六

O
)

島

津

忠

昌

宛

行

状

(

一

六

二

)

糠
物
請
取
日
記
(
三
=
一
二
〉

青
木
新
兵
衛
・
細
山
田
源
次
連
署
誇
取
状

(
一
二
五
二
)

米

諸

取

日

記

(

三

七

二

)

買

米

日

記

(

三

七

三

〉

兵

根

請

取

日

記

(

三

七

四

)

兵
根
残
米
注
文
(
一
二
三
四
〉

三

条

西

実

隆

書

状

(

三

O
囚
)

樺
山
宗
栄
一
成
・
同
康
久
連
署
契
状(

一
六
一
ニ
〉

(
一
六
四
)

(
一
六
五
〉

(
一
六
六
)

(
一
六
七
〉

三
六
九
)

(
一
七
一
〉

(
一
七
三
)

(
二
六
五
)

(
一
七
四
)

(
一
八
三
)

(
一
八
二
)

島
津
忠
朝
契
状

樺
山
信
久
契
状

樺
山
信
久
契
状

島
津
忠
良
契
状

北
原
久
兼
契
状

北
郷
忠
相
起
請
文

島
津
忠
靭
契
状

半
松
斎
宗
養
書
状

角
田
広
継
書
状

島
津
義
久
弔
歌

島
津
義
久
書
状

永

禄

五

年

六

月

廿

日

永

禄

五

年

六

月

廿

六

日

「
永
禄
九
年
L

八
月
九
日

永

禄

十

年

七

月

十

三

日

永
禄
十
一
年
二
月
十
六
日

(
永
禄
十
一
年
〉
四
月
七
日

永
禄
十
二
年
間
五
月
十
七
日

元

亀

二

年

四

月

七

日

天

正

三

年

三

月

廿

二

日

天

正

九

年

四

月

三

日

天
正
九
年
十
一
月
廿
六
日

天

正

十

二

年

七

月

十

日

(
天
正
十
二
年
〉
七
月
十
日

〈
天
正
十
五
年
〉
三
月
十
七
日

天

正

十

五

年

六

月

吉

日

(
天
正
廿
年
〉
十
二
月
廿
日

文

禄

二

年

九

月

十

七

日

文

禄

四

年

正

月

七

日

文

禄

四

年

九

月

七

日

文

禄

四

年

九

月

廿

八

日

文文
禄禄

五五
年年

正
月

十
二
月

二廿
日日

樺
山
玄
佐
浦
起
詩
文
(
一
八
五
)

烏
津
貴
久
起
請
文
〈
一
八
六
〉

樺

山

玄

佐

熔

書

状

(

一

八

七

)

島
津
義
久
起
請
文
〈
一
八
八
〉

島

津

龍

伯

鴻

書

状

(

四

O
六〉

島

津

貴

久

書

状

(

四

O
五〉

島
津
伯
圏
内
宇
宙
状
(
一
二
ハ
八
)

島
津
義
久
起
請
文
神
文
(
二
六
九
)

島

津

義

久

書

下

(

二

七

O
〉

島

津

家

久

起

請

文

(

一

九

O
)

近

衛

信

ヂ

書

状

(

四

O
七
)

島

津

家

久

起

請

文

(

一

九

一

)

島

津

家

久

書

状

(

一

九

二

)

島

津

龍

伯

煉

書

状

(

四

二

O
)

樺
山
玄
佐
は
ゆ
願
文
(
一
九
三
〉

島

津

龍

伯

煉

書

状

(

一

九

七

)

樺
山
玄
佐
一
緒
覚
書
(
一
九
八
)

樺
山
紹
剣
鵬
拝
領
物
注
文
ハ
二
七
六
)

様
山
玄
佐
熔
寄
進
状
(
一
九
九
)

伊
集
院
幸
侃
榔
・
本
田
三
清
期
連
署
知
行

目

録

(

四

O
九
)

島

津

忠

恒

嫁

証

状

(

四

一

O
〉

伊
集
院
幸
侃
腕
知
行
目
録
(
四
一
一
)
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(
慶
長
四
年
)
十
一
月
廿
五
日

(
慶
長
五
年
〉
十
一
月
十
五
日

(
慶
長
六
年
)
十
月
廿
八
日

(
慶
長
九
年
〉
十
一
月
五
日

(
慶
長
九
年
)
十
二
月
十
八
日

(
慶
長
九
年
)
十
二
月
十
九
日

(
慶
長
九
年
〉
十
二
月
十
九
日

(
慶
長
十
年
)
正
月
十
日

(
慶
長
十
年
〉
正
月
十
日

「
慶
長
十
年
」
十
月
十
一
日

慶

長

十

一

年

六

月

六

日

(
慶
長
十
一
年
〉
六
月
六
日

(
慶
長
十
三
年
)
十
一
月
廿
四
日

慶
長
十
四
年
二
月
廿
六
日

樺山文書編年順目録

(
慶
長
十
四
年
〉

(
慶
長
十
四
年
)

慶
長
十
四
年

(
慶
長
十
四
年
〉

慶
長
十
五
年

(
元
和
二
年
〉

7G 
和

年

三
月

三
月

三
月

五
月
二
日

十
月
廿
一
日

五
月
三
日

月

廿四
日日

島

津

維

新

時

書

状

(

四

一

二

)

島
津
維
新
時
一
書
状
(
二
八
一
)

島

津

義

久

書

状

(

二

七

一

〉

島

津

維

新

時

書

状

(

二

八

三

)

島

津

忠

恒

嫁

書

状

(

二

八

四

)

島

津

龍

伯

鳩

書

状

(

二

七

八

〉

島

津

龍

伯

煉

書

状

(

二

七

九

)

島

津

龍

伯

煉

書

状

(

二

八

O
)

島

津

維

新

時

書

状

(

二

八

二

)

高

書

上

(

四

一

四

〉

樺
山
久
成
外
二
名
連
署
書
下
(
一
ニ
二
四
)

島

津

忠

恒

煉

書

状

(

四

二

三

島

津

家

久

書

状

(

二

九

O
)

島
津
龍
伯
煉
外
二
名
連
署
琉
球
渡
海
之
軍

衆

旋

書

(

ニ

八

五

〉

島

津

忠

恒

嫁

書

状

(

四

一

五

〉

島

津

家

久

書

状

(

二

八

七

〉

島
津
家
久
袖
判
覚
書
(
二
八
六
)

島
津
維
新
一
時
書
状
(
二
八
八
)

飛
鳥
井
雅
庸
蹴
鞠
伝
授
状
(
三

O
一

)

町
田
久
幸
・
比
志
島
国
貞
連
署
書
状

(
二
九
二
〉

島
津
久
元
外
四
名
連
署
知
行
目
録

日

元
和

元
和

寛

永

六

年

寛

永

六

年

寛
永
十
六
年

六
年

三
月
廿
七
日

年

五
月
十
三
日

八
月
廿
四
日

九
月
廿
一
日

八
月
二
日

正
月
六
日

正
月
十
八
日

正
月
廿
五
日

二
月
八
日

二
月
廿
一
日

二
月
廿
三
日

二
月
廿
五
日

二
月
廿
九
日

二
月
廿
九
日

三
月
五
日

三
月
五
日

三
月
五
日

三
月
五
日

三
月
六
日

三
月
八
日

(
二
九
五
)

島
津
久
元
外
四
名
連
署
知
行
目
録(

四
二
ハ
)

島
津
久
元
外
四
名
連
署
知
行
目
録(

四
一
七
)

(
ニ
九
九
)

(三

O
O
)

(三

O
五
)

ハ
一
二
四
)

ハ
ニ
九
三
〉

(
二
一
二
)

(四

O
O
)

(
一
六
八
〉

(ニ
O
八〉

(
一
四
二
)

(
二
一
一
三
)

(
二
三
九
〉

ハ
ニ
二
五
〉

(
一
一
一
一
六
)

(
二
三

O
)

(
二
四
八
)

つ
二

O
)

(二

O
一

)

樺
山
久
高
覚
書

樺
山
久
高
覚
書

御
重
物
目
録

祐
図
書
状

下
総
守
之
久
書
状

今
川
了
俊
書
状
案

知
頼
書
状

町
田
忠
如
書
状

新
納
忠
元
書
状

島
津
好
久
矧
書
状

近
衛
植
家
書
状

日
野
町
資
将
書
状

近
衛
植
家
書
状

近
衛
植
家
書
状

近
衛
前
久
書
状

進
藤
長
治
書
状

宗
信
書
状

伊
勢
貞
運
書
状

877 



三
月
九
日

三
月
九
日

三
月
十
日

三
月
十
三
日

三
月
十
三
日

三
月
十
三
日

三
月
十
三
日

三
月
十
五
日

三
月
十
五
日

三
月
十
五
日

三
月
十
五
日

三
月
十
五
日

三
月
十
五
日

三
月
十
六
日

三
月
十
六
日

三
月
十
七
日

三
月
十
七
日

四
月
二
日

四
月
三
日

四
月
五
日

四
月
九
日

四
月
十
日

四
月
十
六
日

進
藤
長
治
書
状

進
藤
光
盛
書
状

不
断
光
院
清
誉
書
状

近
衛
植
家
書
状

近
衛
種
家
書
状

近
衛
前
久
書
状

進
藤
光
盛
書
状

宗
信
書
状

樺
山
玄
清
書
状

飛
鳥
井
雅
教
書
状

不
断
光
院
清
誉
書
状

不
断
光
院
清
誉
書
状

飛
鳥
井
雅
教
書
状

島
津
存
忠
臥
書
状

四
辻
季
遠
書
状

進
藤
長
治
書
状

不
断
光
院
清
誉
書
状

進
藤
長
治
書
状

里
村
紹
巴
書
状

進
藤
長
治
書
状

相
良
頼
兄
書
状

進
藤
長
治
書
状

近
衛
前
久
書
状

(
二
五

O〉

(
二
五
八
)

(
一
一
六
一
)

(
二
二
七
〉

(
二
二
八
)

(
一
一
一
二
一
)

(
二
五
七
〉

(
一
一
一
一
〉

(一一一一一〉

(
二
四
二
〉

(
二
六

O
)

(一一六三一〉

(
四
二
四
)

(
九
四
)

(
二
四
四
〉

(
二
四
九
)

(
一
一
六
一
一
)

(
二
五
四
)

(
一
二
八
)

(
二
五
五
〉

(
二
九
六
)

(
二
四
六
)

(
二
二
九
)

四
月
十
六
日

四
月
廿
五
日

四
月
廿
六
日

四
月
廿
六
日

五
月
七
日

五
月
十
一
日

五
月
十
一
日

間
五
月
廿
七
日

六
月
十
日

六
月
十
二
日

六
月
十
四
日

六
月
十
五
日

六
月
十
五
日

六
月
十
五
日

六
月
廿
日

六
月
廿
一
日

六
月
廿
五
日

六
月
廿
七
日

六
月
廿
七
日

六
月
廿
八
日

六
月
廿
八
日

間
六
月
八
日

進

藤

長

治

書

状

(

二

四

五

)

樺

山

資

久

書

状

(

三

七

)

半
松
斎
宗
養
書
状
(
二
六
六
〉

土

井

利

勝

書

状

(

四

一

八

)

わ

か

み

書

状

〈

一

二

七

)

新

納

忠

元

書

状

(

二

七

二

)

別

府

景

親

書

状

(

二

九

四

〉

樺

山

久

高

書

状

ハ

二

七

七

)

里

村

紹

巴

書

状

つ

二

九

〉

近

衛

前

久

書

状

〈

二

三

三

〉

北

郷

知

久

書

状

(

一

四

三

)

樺
山
教
久
侍
段
銭
目
銭
等
差
出
控(

一
一
七
)

(
一
七
五
)

〈
二
三
四
)

(
一
八
四
)

(
一
二
五
)

(
一
四
四
)

(
五
二
)

(
二
二
四
〉

(
一
七
七
)

(
二
四
七
)

(
一
四
九
)
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新
納
忠
勝
書
状

近
衛
前
久
書
状

樺
山
幸
久
姥
書
状

村
田
経
安
書
状

北
郷
知
久
書
状

北
郷
知
久
書
状

近
衛
植
家
書
状

島
津
勝
久
書
状

進
藤
長
治
書
状

本
田
宗
親
書
状



七
月
二
日

七
月
三
日

七
月
四
日

七
月
五
日

七
月
七
日

七
月
十
二
日

七
月
十
三
日

七
月
廿
四
日

七
月
廿
四
日

閏
七
月
九
日

八
月
五
日

八
月
六
日

八
月
七
日

八
月
十
七
日

八
月
十
七
日

八
月
十
八
日

樺山文書編年順目録

八
月
十
九
日

八
月
廿
一
日

八
月
廿
三
日

八
月
廿
六
日

九
月
二
日

九
月
五
日

島

津

忠

朝

書

状

(

一

七

二

)

島

津

龍

伯

燐

書

状

(

一

九

六

)

宮

丸

知

孝

書

状

(

一

五

O
)

小

笠

原

清

連

書

状

(

二

O
三
)

北

原

久

兼

書

状

(

一

七

O
)

上
井
在
執
…
親
書
状
(
二

O
七
)

樺

山

孝

久

書

状

(

一

O
一
)

島

津

豊

久

書

状

(

ニ

O
五
)

喜

入

忠

高

書

状

(

二

九

七

)

鳥

津

久

豊

書

状

(

九

三

)

樺
山
溝
久
起
請
文
(
一
五
七
〉

島

津

龍

伯

煉

書

状

(

一

九

四

)

北

郷

知

久

書

状

ハ

五

三

)

島

津

貴

久

臨

書

状

(

一

一

四

)

島

津

貴

久

臨

書

状

(

一

一

五

)

町
田
久
充
・
児
玉
利
昌
連
署
書
状(

二
九
八
)

(
五
四
)

(
二
二

O
)

(
一
四
五
)

(三

O
七
)

(
二
三
五
〉

(
二
五
一
)

九
月
十
一
日

九
月
十
三
日

九
月
十
七
日

九
月
十
九
日

九
月
廿
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
四
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
六
日

九
月
廿
八
日

九
月
廿
九
日

十
月
二
日

十
月
三
日

十
月
六
日

十
月
八
日

十
月
八
日

十
月
十
二
日

十
月
十
六
日

十
月
十
八
日

北
郷
知
久
書
状

里
村
紹
巴
書
状

北
郷
知
久
書
状

進
上
文
書
目
録

近
衛
龍
山
畑
書
状

進
藤
長
治
書
状

飛
鳥
井
雅
教
書
状

近
衛
前
久
書
状

川
上
肱
枕
慨
書
状

某
書
状

島
津
玄
久
一
一
書
状

飛
鳥
井
雅
綱
書
状

飛
鳥
井
雅
綱
書
状

半
松
斎
宗
養
書
状

明
応
書
状

不
断
光
院
清
誉
書
状

伊
東
祐
実
書
状

近
衛
信
予
書
状

進
藤
長
治
書
状

遺
銭
注
文

島
津
久
豊
書
状

本
多
正
純
書
状

伊
東
祐
実
書
状

島
津
久
豊
書
状

伊
東
祐
実
書
状

進
藤
長
治
書
状

伊
勢
貞
成
書
状

島
津
勝
久
書
状

島
津
勝
久
書
状

(
二
四
三
)

(一一一一一一一〉

(一一一一一一)

(
二
三
八
)

(
三
五
)

(
二
四
O
)

(
二
四
一
)

(
二
六
四
〉

(
三
四
七
〉

(
二
五
九
)

(
一
四
六
〉

(
一
一
一
二
六
)

(
二
五
二
)

(=一一一六〉

(
八
三
〉

(
二
九
一
〉

(
一
四
七
〉

(六一二〉

(
一
四
八
〉

(
二
五
六
〉

(
二
八
九
)

(
一
七
八
)

(
一
七
九
)
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十
月
十
九
日
里
村
紹
巴
書
状
(
一
一
二
一
〉

十
月
廿
二
日
飛
鳥
井
雅
庸
蹴
鞠
伝
授
状
(
三

O
二〉

十
月
廿
二
日
飛
鳥
井
雅
庸
蹴
鞠
伝
授
状
(
三

O
三
)

十

一

月

八

日

引

出

物

次

第

(

三

八

六

〉

十

一

月

廿

二

日

烏

津

久

豊

契

状

(

九

一

一

)

十

二

月

廿

二

日

伊

勢

貞

運

書

状

(

二

O
O
)

十

一

月

廿

三

日

北

郷

時

久

書

状

ハ

ニ

O
囚
)

十

一

月

廿

六

日

近

衛

信

デ

書

状

ハ

二

六

七

〉

十

二

月

二

日

島

津

忠

昌

書

状

(

一

五

六

〉

十

二

月

七

日

島

津

貴

久

臨

書

状

(

一

一

六

)

十

二

月

十

二

日

相

良

前

頼

書

状

(

一

二

六

〉

十

二

月

十

三

日

近

衛

信

予

書

状

(

二

三

七

〉

十

二

月

十

三

日

進

藤

長

治

書

状

ハ

二

五

三

)

十
二
月
(
十
九
日
)
新
納
忠
勝
書
状
(
一
七
六
)

十

二

月

十

九

日

新

納

忠

勝

書

状

(

四

二

三

〉

十
二
月
廿
五
日
島
津
日
新
前
書
状
(
一
八

O
)

足
利
義
教
御
教
書
案
(
一
一
一
一
一
)

拝

領

物

目

録

〈

一

二

五

)

樺

山

教

久

一

言

状

(

一

五

一

)

か

す

か

書

状

(

一

八

一

)

樺
山
玄
佐
婿
八
朔
献
上
物
注
文

(
一
八
九
〉

(
一
九
五
)

某

書

状

(

ニ

O
ニ
)

伊
集
院
幸
侃
概
書
状
(
二

O
六〉

新

納

忠

元

書

状

〈

二

O
九
)

高

城

珠

長

書

状

(

二

二

二

)

樺
山
忠
助
進
上
目
録
(
二
七
三
〉

樺
山
忠
助
進
上
目
録
(
二
七
四
)

樺
山
規
久
進
上
目
録
ハ
二
七
五
)

樺

山

家

次

第

ハ

三

O
六
)

近

衛

前

久

書

状

ハ

三

O
八〉

宗

養

書

状

(

三

O
九〉

年
貢
納
入
井
未
進
注
文
(
一
-
二
三
〉

進

上

物

注

文

(

一

一

二

七

)

西
俣
平
園
得
分
井
田
教
注
文
(
一
三
八
〉

三
俣
院
岩
満
谷
坪
付
(
一
三
九
)

む
か
へ
ミ
ゃ
う
回
数
注
文
(
一
一
三
七
〉

未

進

米

銭

注

文

(

三

二

九

)

某

覚

書

(

三

三

O
)

元
服
祝
金
注
文
(
一
一
三
一
〉

某

所

領

注

文

(

三

三

三

)

某

坪

付

(

三

三

七

〉

遺

銭

注

文

(

三

四

O
)

北
郷
布
廟
腕
内
検
帳
(
三
四
四
)

内

検

帳

断

簡

〈

三

四

六

〉

島
津
龍
伯
煉
詠
草
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(
三
九
八
)

源
氏
物
語
古
註
井
樺
山
善
久
識
語(

三
九
九
)

(四

O
一〉

(四

O
二
)

(
囚

O
四〉

(四

O
八
)

ハ
四
一
九
)

樺山文書編年順目録

森
某
跡
地
配
分
注
文
(
三
五
四
〉

せ
の
く
ち
団
地
注
文
(
三
五
五
)

平
園
年
貢
米
の
事
置
文
(
三
五
六
)

莱

証

状

ハ

三

六

O
)

湯

水

門

坪

付

(

三

六

九

)

ぬ
く
み
の
回
数
注
文
(
三
七
七
)

内

検

帳

(

一

ニ

七

八

〉

北
郷
千
代
年
貢
所
当
注
文
(
三
七
九
)

北

郷

回

数

注

文

(

三

八

O
)

進

上

物

注

文

(

三

八

一

〉

弁

米

注

文

(

三

八

二

〉

京
都
議
物
之
日
記
(
三
八
一
ニ
〉

祝

物

日

記

(

三

八

四

)

引

物

日

記

(

三

八

五

〉

某

坪

付

(

三

八

七

)

某

覚

書

(

三

八

八

〉

棒
山
長
久
元
服
日
記
(
三
八
九
〉

伊

勢

千

句

(

三

九

五

〉

古
今
集
序
文
井
樺
山
善
久
識
語

(
三
九
六
)

古
今
集
古
註
井
樺
山
善
久
識
語

(
三
九
七
)

源
氏
物
語
古
註
井
樺
山
善
久
識
語

某
覚
書

満
福
寺
墓
碑
銘
注
文

某
書
状

島
津
義
久
書
状

樺
山
紹
剣
蜘
詠
草
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長
谷
場
文
書
編
年
順
目
録
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震襲言葉雲雲護霊ZE誌記請書安審柔雲実費要雲量
二四四四三三 三 三 二 二 二 元 二 三 二三二二八八八三二
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

'-' '-' ' -'閏
十十十十十 十十
二八四正二 二一一十八五八三九八四三三二六三二三
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
廿廿 十 十十廿
五六九廿九二八八八三七 八廿十 八三四
日日日日日日日日日日日 日日日 日日日

七
日

二
日

僧

兼

賢

愁

状

案

(

二

一

)

僧

兼

賢

置

文

案

こ

一

)

藤
井
正
弘
園
田
借
文
案
(
一

O
)

国
中
寺
社
庄
公
総
図
回
帳
(
七
二
)

内
裏
大
番
役
支
配
注
文
案
(
七
八
)

地

頭

所

下

文

案

(

九

)

平

氏

女

園

田

売

券

案

(

八

)

僧

智

恵

愁

状

案

(

七

)

日

下

部

太

子

園

借

文

案

(

六

)

僧

智

恵

譲

状

案

(

五

)

僧

俊

実

園

田

曳

文

案

(

四

〉

末
広
名
地
頭
得
分
米
結
解
状
案
(
一
四
)

伴

宗

兼

団

地

売

券

(

一

)

沙

弥

阿

妙

譲

状

(

二

〉

沙

弥

音

阿

譲

状

案

(

二

ニ

〉

光

厳

上

皇

院

宣

案

(

四

五

)

光

厳

上

皇

院

宣

案

(

四

九

)

足
利
尊
氏
御
内
書
案
(
五
六
〉

行

政

奉

書

案

(

五

五

)

実

舜

施

行

状

案

(

四

八

〉

長

谷

場

久

純

軍

忠

状

合

一

)

足

利

直

義

感

状

(

七

九

)

僧

隆

増

田

園

質

券

三

六

)

貞貞貞貞貞貞貞貞貞貞康康康康康康康康暦暦暦暦暦
和和和和和和和和和和永永永永永永永永応応応応応

六六五四三二二二二二四四四三三 三三三三三三三二
年年年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年' -'、、J 、、J 、、J

十
二
月
廿
五
日

七
月
十
三
日

八
月
六
日

八
月
十
九
日

八
月
十
九
日

正
月
一
日

十
月
三
日

十
月
三
日

十
月
八
日

十
月
八
日

三
月
十
六
日

三
月
十
六
日

八
月

八
月
六
日

八
月
六
日

八
月
七
日

九
月
廿
二
日

十
月
五
日

八
月
十
八
日

九
月
十
五
日

九
月
廿
八
日

一
一
月
十
五
日

一
一
月
十
五
日

僧
隆
増
質
入
田
園
坪
付
(
一
七
)

沙

弥

貞

阿

譲

状

(

一

八

)

源

貯

貞

命

契

状

(

一

九

)

沙

弥

貞

阿

請

取

状

(

一

五

)

沙

弥

貞

阿

売

券

(

二

O
)

櫛

問

院

領

家

下

文

(

八

九

)

一

乗

院

政

所

下

文

(

二

一

)

一

乗

院

政

所

下

文

(

二

五

)

一
乗
院
僧
琳
乗
宛
行
状
(
二
一
二
)

一
乗
院
僧
琳
乗
宛
行
状
(
二
六
〉

一
乗
院
留
守
所
下
文
つ
一
二
〉

一
乗
院
留
守
所
下
文
(
二
七
〉

長
谷
場
鶴
一
丸
代
久
幸
重
申
状
(
五
一
)

一
乗
院
僧
琳
乗
申
状
(
二
四
〉

一
乗
院
門
跡
覚
実
御
教
書
公
ニ

O
)

一

乗

院

僧

琳

乗

奉

書

全

二

)

沙

弥

道

阿

契

状

(

三

二

)

長
谷
場
久
純
外
八
名
連
署
契
状
(
二
八
)

永

成

奉

書

(

二

九

〉

一

乗

院

僧

琳

乗

書

状

(

五

O
〉

足
利
尊
氏
御
内
書
案
(
五
四
〉

長

谷

場

純

阿

譲

状

(

コ

一

三

)

長

谷

場

純

阿

置

文

(

三

四

)
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正

平

十

年

正
平
十
四
年

康

安

二

年

貞

治

四

年

貞

治

六

年

貞

治

六

年

貞

治

七

年

「
文
明
十
五
年

天

文

十

年

天
正
十
四
年

長谷場文書編年順目録

文

禄

二

年

文

禄

二

年

文

禄

三

年

文

禄

三

年

文

禄

三

年

度

長

五

年

慶

長

六

年

慶

長

八

年

慶
長
十
四
年

慶

長

廿

年

慶

長

廿

年

長

谷

場

実

純

契

状

〈

三

五

)

長
谷
場
純
阿
・
同
実
純
連
署
譲
状(

一
二
六
)

十

二

月

一

日

島

津

氏

久

一

字

書

出

(

八

O
)

七
月
十
三
日
長
谷
場
久
武
・
同
氏
純
連
署
状
〈
三
七
)

十

月

一

目

覚

阿

譲

状

(

三

八

〉

十

月

一

目

覚

阿

譲

状

(

三

九

〉

五

月

十

八

日

長

谷

場

久

武

譲

状

(

四

O
)

八
月
廿
一
日
L

笠

懸

日

記

(

四

一

〉

八

月

時

正

恕

岳

証

状

(

八

一

〉

七
月
廿
七
日
長
谷
場
家
純
外
二
名
連
署
軍
功
覚
書(六

O
)

島
津
義
久
袖
判
領
知
目
録
(
八
二
)

島
津
義
久
袖
判
領
知
目
録
(
八
三
)

石
田
三
成
検
地
提
書
案
(
五
七
〉

島
津
氏
領
検
地
錠
書
案
(
五
八
)

島
津
氏
領
検
地
石
盛
書
案
(
五
九
)

島
津
忠
長
外
三
名
連
署
宛
行
状
(
八
四
)

長

谷

場

宗

純

申

状

(

六

一

)

島

津

義

久

い

ろ

は

歌

(

九

O
〉

島

津

義

久

詠

草

公

ハ

六

)

長
谷
場
宗
純
軍
功
覚
書
(
六
二
)

長
谷
場
宗
純
軍
功
覚
書
(
六
三
)

十
二
月
廿
七
日

六
月
廿
一
日

二
月
七
日

五
月
廿
九
日

七
月
十
六
日

七
月
十
六
日

七
月
十
六
日

十
二
月
八
日

二
月
吉
田

九
月
吉
日

十
一
月
朔
日

正
月
三
日

正
月
三
日

慶
長

フE フ"GJ"G慶
和和和長

廿
年

五
月
十
三
日

八五二廿
年年年年

五
月
十
三
日

十
一
月
十
五
日

八
月
廿
六
日

十
一
月
吉
日

七
月
十
日

九
月
五
日

九
月
廿
二
日

十
月
十
七
日

十
一
月
八
日

十
二
月
二
日

十
二
月
十
二
日

十
二
月
十
九
日

文
之
撰
筆
長
谷
場
宗
純
軍
功
覚
書

(
四
三
〉

長
谷
場
宗
純
軍
功
覚
書
(
六
四
)

長
谷
場
宗
純
軍
功
覚
書
(
六
五
)

長

谷

場

純

正

覚

書

(

七

一

)

長

谷

場

純

斎

覚

書

〈

七

七

)

河

辺

郡

知

行

目

録

〈

五

三

)

伊

勢

貞

昌

書

状

(

四

二

〉

興
福
寺
従
儀
師
幸
雅
書
状
(
八
五
〉

一

乗

院

僧

琳

乗

書

状

(

八

七

)

行

政

書

状

案

(

四

四

)

足

利

尊

氏

御

内

書

案

(

四

六

)

妖
肥
本
郷
留
守
所
奉
書
(
八
八
〉

一

乗

院

家

御

教

書

案

(

四

七

)

水
間
忠
政
与
党
交
名
注
文
案
(
五
二
)

長

谷

場

純

斎

詠

草

(

六

七

)

長

谷

場

某

書

状

(

六

八

)

騎

射

之

書

(

六

九

)

長

谷

場

純

尭

覚

書

〈

七

O
〉

国
中
寺
社
庄
公
総
図
回
帳
裏
書
〈
七
三
)

島

津

家

幡

覚

書

(

七

四

〉

島

津

家

幡

覚

書

(

七

五

)

定

物

成

覚

書

(

七

六

)
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某
追
申
状

（
八
六
）
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山
田
文
書
編
年
順
目
録
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弘弘弘建建 建建建文文文文文文文文文'1b璽璽貞建文
安安 安治 治治治治永永永永永永永永 永 長 冗 冗 永 久 治

十十十
二二元三三 二 二 元 二 二 一 九 九 八 三二二元二元二三五
年年年年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年年年年年年年年年

二

月

九

日

源

頼

朝

下

文

(

二

一

一

二

)

十

月

廿

二

日

関

東

御

教

書

(

一

七

四

〉

三

月

財

久

吉

請

文

(

一

七

六

〉

正

月

七

日

弓

之

式

目

(

三

五

O
〉

八
月
廿
二
日
弓
法
之
日
記
第
一
(
一
一
一
四
)

十
月
廿
八
日
沙
弥
寂
謹
団
地
売
券
(
一
三
)

五

月

七

日

関

東

御

教

書

三

七

五

)

九

月

廿

日

島

津

道

仏

譲

状

(

一

)

二

月

廿

七

日

島

津

道

仏

譲

状

(

二

〉

六
月
七
日
僧
き
ゃ
う
せ
い
置
文
(
一
七
九
〉

四

月

十

七

日

島

津

道

仏

譲

状

(

三

〉

(
五
月
九
日
)
谷
山
郡
内
神
問
弁
寺
田
注
文
(
一
八
六
〉

十
二
月
一
目
せ
う
あ
み
た
ふ
つ
書
状
(
一
八
二
)

二

月

十

七

日

山

田

忠

実

射

譲

状

(

六

〉

一

一

月

十

七

日

山

田

忠

真

譲

状

(

一

二

〉

十

月

三

日

ふ

つ

け

う

譲

状

(

一

回

)

九

月

十

三

日

山

田

忠

真

譲

状

三

五

)

九

月

十

三

日

山

田

忠

真

譲

状

(

七

一

)

九

月

谷

山

資

忠

訴

状

(

一

七

七

)

十
月
し
ゃ
う
く
わ
ん
団
地
注
進
状
三
八
七
)

七

月

関

東

御

教

書

(

四

)

五

月

関

東

御

教

書

(

八

)

七

月

せ

う

あ

み

た

ふ

つ

置

文

(

一

八

O
〉

十九tIt十
日日日日

弘
安

弘
安

「
弘
安

弘
安

弘
安

弘
安

弘
安

正
応

正
応

永永永正
仁仁仁応

正
安

正
安

正
安

正
安

正
安

正
安

嘉
元

延
慶

二

年

七

月

二
年
十
二
月
十
九
日

三
年
L

七
月
廿
一
日

三
年
十
二
月
十
九
日

八

年

四

月

十

日

九
年
六
月
十
一
日

十

年

十

月

三

日

元

年

八

月

元
年

六五五四
年年年年

三
月
十
三
日

七
月
五
日

八
月
晦
日

四
月
廿
八
日

二二五四三二二二
年年年年年年年年

二
月
八
日

七
月
二
日

十
一
月
三
日

五
月
十
一
日

八
月
廿
七
日

三
月
廿
四
日

五
月
廿
三
日

六
月
廿
日

行

念

陳

状

〈

一

七

八

)

関

東

御

教

書

(

九

)

島

津

久

経

書

状

(

五

)

関

東

御

教

書

(

一

O
)

せ
う
あ
み
た
ふ
つ
置
文
(
一
八
一
〉

関

東

御

教

書

(

一

一

)

関

東

下

知

状

(

一

六

〉

山
田
・
上
別
府
年
貢
注
文
(
一
八
五
〉

山
田
・
上
別
府
地
頭
方
水
田
検
注
目
録

(
二
八
一
二
)

道

智

文

書

預

状

(

一

七

〉

関

東

御

教

書

(

一

八

〉

島

津

忠

宗

書

状

(

一

九

)

山
田
・
上
別
府
領
家
方
人
名
書
上(

二
八
四
)

定
綱
・
忠
氏
連
署
施
行
状
(
一
八
八
〉

鎮

西

下

知

状

(

二

O
)

ふ
ち
ハ
ら
の
う
ち
の
に
よ
契
状
合
二
)

沙

弥

某

注

進

状

(

一

八

四

)

山

国

道

慶

文

書

目

録

(

二

二

)

山

国

道

慶

質

券

(

一

八

九

)

島
廻
味
噌
代
米
配
分
状
(
二
八
五
)

島
廻
味
噌
代
米
配
分
状
(
二
八
六
)
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山田文書編年順目録
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正 正正元元元元 元 元 元 元 元 元 元 元 元元元元元
中中中亨亨亨亨 亨 亨 亨 亨 亨 亨 亨 亨 亨亨亨亨応

文正
保和

七
月
十
六
日

三
月
十
五
日

二四
年年

二
年
十
一
月
廿
三
日

二
年
L

六
月
冊
目

二
年
十
一
月
廿
五
日

二
年
十
一
月

二
年
L

十
二
月
十
一
日

三

年

三

月

四

日

三

年

五

月

三

日

三
年
六
月
十
四
日

三
年
七
月
廿
五
日

三
年
』
八
月
四
日

三
年
L

九
月
十
一
日

三
年
九
月
廿
八
日

四

年

三

月

廿

日

四

年

六

月

四
年
十
一
月
十
五
日

四
年
十
一
月
廿
九
日

五
年
後
正
月
廿
二
日

二
年
四
月
十
九
日

二
年
四
月
十
九
日

二
年
四
月
十
九
日

北

条

政

顕

書

下

(

三

ニ

)

島
津
道
義
譲
状
井
関
東
外
題
安
堵
状
写

(
三
三
五
)

大

蔵

家

安

治

却

状

(

一

九

O
)

山

田

道

慶

書

状

(

一

九

一

〉

鎮

西

御

教

書

(

二

五

〉

山

田

道

慶

申

状

(

二

四

)

薩
摩
国
守
護
代
本
性
書
状
つ
二
ハ
〉

頴

娃

久

純

誇

文

(

二

七

)

平

為

重

請

文

(

二

八

)

平

成

貞

書

状

(

二

九

〉

谷

山

覚

信

請

文

(

三

O
)

島

津

忠

宗

書

状

会

二

〉

本

性

書

状

(

三

二

)

平

重

基

請

文

(

三

三

〉

鎮

西

下

知

状

(

三

五

)

谷
山
覚
信
代
俊
忠
陳
状
(
三
六
)

平

為

忠

問

状

(

三

八

〉

鎮

西

下

知

状

(

三

九

)

島
津
貞
久
国
廻
狩
供
人
注
文
(
二
八
七
)

山

田

道

慶

譲

状

(

七

二

)

山

田

道

慶

譲

状

(

七

三

〉

山

田

道

慶

置

文

(

七

四

〉

元元元元元元嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉正正正正正正
徳 徳 徳徳徳徳暦暦暦暦暦暦暦暦中中中中中中

一冗徳
元
徳

二二二元元元四四四四四四四二三二二二二二
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

'--' 

六
月
一
日

六
月
一
日

七
月
三
日

七
月
十
三
日

十
月
十
日

二
月
十
九
日

十
二
月
十
六
日

三
月
五
日

五
月
廿
三
日

六
月

七
月
一
日

七
月
廿
七
日

九
月
廿
五
日

九
月
廿
七
日

十
二
月
五
日

十
二
月
九
日

十
二
月
廿
五
日

三
月
十
四
日

四
月
廿
日

四
月

二
年

二
年

四四
月月

山

田

道

慶

和

与

状

(

四

O
)

谷

山

覚

信

和

与

状

(

四

一

)

鎮

西

御

教

書

(

四

二

)

山

田

忠

隆

誇

文

(

二

八

八

)

鎮

西

下

知

状

(

四

三

)

山

田

道

慶

譲

状

(

七

五

)

鎮

西

御

教

書

(

四

四

)

鎮

西

御

教

書

(

四

五

)

鎮

西

御

教

書

(

七

八

)

山
田
諸
三
郎
丸
重
申
状
(
七
九
〉

谷

山

覚

信

請

文

(

八

二

)

鎮

西

御

教

書

(

八

O
)

和

泉

実

忠

請

文

(

八

一

)

平

忠

世

請

文

(

八

三

〉

鎮

西

御

教

書

(

四

六

〉

沙
弥
道
党
代
重
俊
和
与
状
(
四
七
)

鎮

西

下

知

状

会

三

五

)

伊

集

院

助

久

請

文

(

四

八

)

鎮

西

御

教

書

(

八

四

)

山
田
-
上
別
府
地
頭
得
分
請
取
状(

二
九
O
)

地
頭
得
分
請
取
状
(
二
九
一
〉

山
田
・
上
別
府
地
頭
得
分
請
取
状
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JG 
徳

元元元元元正正正正正正正元元元元元元元元
弘弘弘弘弘慶慶慶慶慶慶慶徳徳徳徳徳徳徳徳

子
年

四
月

三三三三三二二二元元元元三二二二二二二二
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

閏
六
月
二
日

後
六
月
八
日

後
六
月
廿
五
日

七
月
五
日

十
一
月
十
六
日

十
一
月
廿
五
日

十
二
月
十
日

正
月
八
日

十
二
月
五
日

十
二
月
十
日

十
二
月
十
日

十
二
月
十
日

正
月
廿
日

閏
二
月
三
日

間
二
月
三
日

六
月
八
日

六
月
廿
四
日

七
月
十
日

七
月

七
月

(
二
九
二
〉

山
田
・
上
別
府
地
頭
得
分
請
取
状
案

(
二
九
三
)

谷

山

覚

信

語

文

(

八

五

)

渋

谷

定

閏

請

文

(

八

六

)

鮫

島

蓮

道

誇

文

(

八

七

〉

渋

谷

元

祐

請

文

(

八

八

)

鎮

西

下

知

状

(

四

九

)

谷
山
覚
信
代
教
信
重
申
状
(
八
九
)

鎮

西

御

教

書

(

五

O
〉

日
置
伊
作
文
書
受
取
状
(
五
一
)

鎮

西

下

知

状

(

九

O
)

鎮

西

下

知

状

(

五

二

)

鎮

西

御

教

書

(

五

三

)

鎮

西

御

教

書

(

一

九

五

)

鎮

西

御

教

書

(

五

四

)

鎮

西

御

教

書

(

五

五

)

鎮

西

御

教

書

(

五

六

)

大

友

具

簡

書

下

(

五

七

)

山

田

道

慶

置

文

(

九

一

)

山

田

道

慶

着

到

状

(

五

九

〉

山

田

道

慶

申

状

(

五

八

)

山
田
忠
能
・
同
亀
三
郎
丸
連
署
申
状

建建建建建建建建建建建建正建建元元元
武武武武武武武武武武武武慶武武弘弘弘

建建建
武武武

二二二二二元元元元元元元三元元三三三
年年年年年年年年年年年年年年年年年年

八
月
五
日

八
月
廿
日

十
二
月
十
七
日

二
月
十
六
日

六
月
十
七
日

六
月
十
九
日

六
月

七
月
廿
一
日

九
月
廿
九
日

十
一
月
十
一
日

十
一
月
廿
六
日

十
一
月
廿
六
日

十
一
月
廿
七
日

二
月

三
月
十
七
日

三
月

三
月

六
月

三
年

三
年

三
年

三
月

三
月

三
月

廿五五
日日日

(
九
二
〉

後

醍

醐

天

皇

給

旨

(

九

三

〉

山

田

道

慶

着

到

状

(

六

O
〉

谷
山
空
信
代
教
信
請
文
(
一
九
二
)

恩

賞

目

安

(

二

九

四

)

谷
山
覚
信
代
教
信
請
文
字
ハ
ニ
)

譲

渡

文

書

目

録

(

二

八

九

〉

山

田

道

慶

申

状

(

六

一

)

雑

訴

決

断

所

牒

(

六

九

)

雑

訴

決

断

所

下

文

(

九

四

〉

雑

訴

決

断

所

牒

(

九

五

)

後

醍

醐

天

皇

論

旨

(

六

三

)

後
醍
醐
天
皇
論
旨
(
一
九
三
〉

成

阿

奉

書

(

九

七

)

山

田

道

慶

申

状

〈

六

四

〉

頼

元

書

状

(

一

九

四

)

山

田

忠

能

重

申

状

(

九

八

)

島
津
道
恵
代
道
慶
申
状
〈
抄
)
(
三
一
一
)

山
田
・
上
別
府
地
頭
方
桑
注
文

(
二
九
五
〉

(
九
九
)

(

一

O
O〉

2
ハ
五
)
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山
田
忠
能
着
到
状

島
津
道
鑑
挙
状

山
田
道
慶
軍
忠
状



山田文書編年順目録

観観観貞貞貞康暦建建建建建建建建建建建建建建建
応応応和和和永応武武武武武武武武武武武武武武武

二二二七六六四四四四四四四四四四三三三三三三三
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

十 閏 十 十 十
七六 六 四 二 九 十四 一 一 一 五 三 三 正六三三三三三三
月 月月月月月月月 月月月月月月月月月月月月月月
廿十 十 廿廿 廿 十 廿廿廿廿
八三三廿二一四九三三八 八八八四廿
日日日 日日日日 日日日日 日日 日 日 日

某

用

途

請

取

状

(

二

九

六

)

島

津

道

鑑

挙

状

(

六

七

)

足

利

尊

氏

御

教

書

(

一

O
一
)

足
利
尊
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
(
一

O
二
)

足
利
尊
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
(
一

O
三
)

山

国

道

慶

軍

忠

状

(

六

六

)

山

田

忠

能

軍

忠

状

(

一

O
四
)

山

田

忠

能

申

状

(

一

O
六
)

山

田

忠

能

申

状

(

一

O
七〉

山

田

忠

能

申

状

(

一

O
八
)

足

利

直

義

御

教

書

(

一

O
九
)

山
田
亀
三
郎
丸
軍
忠
状
(
二
三
)

山
田
亀
三
郎
丸
軍
忠
状
(
二
九
七
)

足

利

直

義

御

教

書

(

一

一

O
)

山

田

忠

能

申

状

(

一

O
五
)

島

津

道

恵

書

状

(

一

一

一

一

)

た

う

き

ん

避

状

(

七

O
)

足
利
直
冬
軍
勢
催
促
状
(
一
一
三
)

足
利
直
冬
軍
勢
催
促
状
(
二
九
八
)

山

田

忠

経

申

状

(

一

一

四

)

足

利

直

冬

下

文

(

一

一

五

)

足

利

直

冬

下

文

(

一

二

四

)

足
利
直
冬
軍
勢
催
促
状
(
一
一
六
)

応応応応 明明 至永永天永応応応応康貞 康 正 正 延 延 延
手永永永徳徳徳 徳 和 授 和 安 安 安 安 安治安手平文文文

一十八六四四元 三 四 三 元 八 七 七 六 八六元三三二二元
年年年年年年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年年年年年年年年

十
二
月
三
日
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
合
三
二
ハ
)

正
月
廿
八
日
蔵
人
頭
日
野
時
光
奉
口
宣
案
(
三
二
七
)

正
月
廿
八
日
蔵
人
頭
日
野
時
光
奉
口
宣
案
(
三
二
八
)

五

月

一

日

島

津

氏

久

宛

行

状

〈

一

一

七

)

七

月

一

日

島

津

氏

久

安

堵

状

(

一

一

八

)

四
月
(
十
日
〉
島
津
道
鑑
代
得
貴
申
状
(
三
三
四
)

二
月
十
八
日
山
田
忠
経
譲
状
(
一
一
一
六
)

五

月

十

二

日

鷹

飼

之

事

口

伝

(

一

二

三

)

二

月

七

日

今

川

了

俊

感

状

(

一

二

五

)

五

月

廿

二

日

今

川

了

俊

挙

状

(

一

一

九

〉

五

月

廿

二

日

今

川

了

俊

挙

状

(

一

二

七

)

五

月

十

日

島

津

氏

久

挙

状

(

一

二

O
〉

七
月
十
八
日
今
川
了
俊
書
状
(
一
一
一
一
)

六
月
八
日
彦
二
郎
忠
延
寄
進
状
(
二
九
九
)

四
月
廿
三
日
沙
弥
玄
基
寄
進
状
(
一
九
六
)

六

月

騎

射

秘

抄

之

日

記

(

三

七

O
)

十

一

月

十

六

日

犬

追

物

手

組

(

一

一

一

二

)

六
月
十
一
日
島
津
元
久
書
状
(
一
二
三
二
)

六

月

島

津

元

久

段

銭

請

文

ハ

一

二

八

〉

三
月
廿
一
日
島
津
友
久
寄
進
状
(
三
五
七
)

九

月

十

一

日

村

田

経

安

書

状

(

二

五

七

)

二

月

七

日

山

田

久

興

譲

状

(

一

四

O
)

六

月

廿

九

日

足

利

義

満

御

教

書

(

三

三

O
〉
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応
永
十
一
年
六
月
廿
九
日

応

永

十

六

年

三

月

二

日

応

永

十

六

年

七

月

七

日

応
永
十
八
年
八
月
廿
八
日

応
永
十
八
年
八
月
廿
八
日

応
永
十
八
年
間
十
月
二
日

応
永
十
八
年
間
十
月
十
一
日

応
永
十
八
年
十
一
月
十
八
日

応
永
十
八
年
十
一
月
十
八
日

応
永
十
九
年
十
一
月
冊
目

応
永
廿
二
年
八
月
廿
二
日

応

永

廿

三

年

二

月

九

日

応
永
廿
五
年
十
二
月
二
日

応
永
品
川
年
(
十
一
月
)
三
日

応
永
品
川
二
年
間
六
月
八
日

応
永
品
川
二
年
間
六
月
九
日

応
永
叶
二
年
間
六
月
十
一
日

応
永
品
川
三
年

応
永
品
川
五
年

応
永
品
川
五
年

八
月

五
月
廿
四
日

五
月
廿
五
日

永
享

年

十
二
月

十
日

足
利
義
満
御
教
書
(
一
一
三
一
〉

北
郷
道
日
一
外
八
名
連
署
契
状
(
一
二
九
)

山

田

玄

威

起

請

文

(

三

O
O
)

山

田

玄

威

臥

契

状

(

三

δ
〉

島

津

玄

喜

凱

契

状

(

三

一

)

山

田

玄

威

契

状

(

三

O
一
)

島

津

久

豊

契

状

(

一

三

二

)

島
津
久
豊
宛
行
状
(
二
三
ニ
〉

島

津

久

豊

安

堵

状

(

一

三

四

)

島

津

久

豊

契

状

(

一

三

五

〉

島

津

久

豊

加

官

状

(

一

四

一

〉

某

身

泊

却

状

(

一

二

O
二
)

平

田

重

宗

契

状

(

一

三

六

)

山

田

玄

威

証

状

(

三

O
三
)

東

玄

忠

段

銭

注

文

(

三

四

五

)

山
田
玄
威
敗
申
状
(
一
三
九
〉

平
山
久
武
外
二
名
連
署
請
取
状

(三

O
四〉

山

田

玄

威

申

状

(

一

九

七

〉

山

田

忠

豊

申

状

(

一

四

二

)

安
楽
久
行
外
二
名
段
銭
請
取
状

(三

O
五
)

(
一
九
八
)

藤
原
長
久
起
請
文

永
享

、
氷
室
a

永
享

文文文寛長長長文文文嘉嘉主永永永永永永
明正 正 正 禄禄禄安安安吉吉 i享享享享享享

六三二六四四二六五三二元!二八七六六六
年年 年 年 年年年年年年年年 年年年年年年

、./ lb. 

六 回三
年年年

三
月
八
日

十
二
月
廿
四
日

六
月
廿
四
日

六
月
廿
四
日

六
月
廿
四
日

六
月
廿
四
日

六
月
廿
三
日

五
月
廿
日

八
月
廿
五
日

六
月
廿
日

四
月
十
三
日

三
月
十
八
日

六
月
晦
日

八
月
吉
日

四
月
十
七
日

十
一
月
十
五
日

十
一
月
廿
六
日

十
二
月
十
五
日

二
月
廿
五
日

三
月
廿
九
日

正
月
十
六
日

六
月
廿
九
日

藤

弓

口

伝

(

二

六

九

〉

島

津

好

久

宛

行

状

(

一

四

三

)

肝
付
兼
政
・
岡
兼
直
連
署
契
状

ハ
一
六
四
〉

肝
付
貴
重
外
二
名
連
署
契
状
(
一
九
九
)

野

辺

盛

豊

契

状

(

二

O
O
)

平

田

姓

宗

契

状

(

二

O
一〉

島

津

好

久

宛

行

状

(

一

四

四

〉

島

津

忠

国

宛

行

状

(

一

四

五

)

大

覚

寺

尊

有

内

書

(

二

O
二
)

足

利

義

教

御

教

書

(

二

O
三〉

足

利

義

教

御

内

書

ハ

三

五

八

)

島

津

持

久

宛

行

状

(

一

四

六

)

源

元

政

起

請

文

(

三

O
六
)

弓

箭

大

事

書

(

三

七

五

)

某

団

地

注

文

(

三

O
七
)

征
矢
法
量
之
事
等
口
伝
(
三
六
七
)

某

契

状

(

二

O
四
)

的

絵

之

次

第

(

三

四

九

)

雑

書

抜

書

(

三

七

六

)

は

っ

た

し

証

状

(

三

O
八
)

鷹

書

聞

書

惣

寄

合

(

一

二

七

〉

弓
の
ね
や
の
大
事
口
伝
(
三
六
九
)
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山田文書編年順目録

文

明

六

年

八

月

兵

将

諌

訓

要

略

紗

条

々

(

二

五

二

)

文

明

八

年

二

月

弓

箭

要

集

一

巻

(

三

五

四

)

文

明

九

年

十

月

吉

日

城

取

地

形

図

伝

書

(

三

五

三

〉

文

明

十

三

年

四

月

五

日

馬

事

口

伝

(

二

四

O
〉

文

明

十

三

年

四

月

廿

九

日

引

方

等

口

伝

(

三

六

五

)

文
明
十
四
年
二
月
三
日
山
田
聖
栄
帝
王
年
代
記
写
(
三
五
五
)

文

明

十

四

年

三

月

廿

四

日

聖

栄

記

巻

物

(

二

二

九

〉

文
明
十
五
年
十
一
月
吉
日
藤
仕
巻
口
伝
第
一
(
一
二
五
〉

文

明

十

五

年

十

一

月

吉

日

弓

之

藤

巻

之

事

(

一

二

六

)

永

正

六

年

六

月

吉

日

弓

的

口

伝

(

一

三

ハ

二

)

永

正

九

年

五

月

二

日

飯

喰

之

事

口

伝

(

二

三

九

)

永

正

九

年

七

月

吉

田

弓

矢

等

口

伝

(

一

三

ハ

三

)

永
正
十
年
七
月
廿
五
日
(
於
都
城
〉
笠
懸
之
事
(
三
七
七
)

永

正

十

一

年

二

月

彼

岸

弓

箭

口

伝

(

三

五

一

)

永
正
十
一
年
二
月
日
本
国
中
名
字
六
十
六
人
考
(
二
四
八
)

(

大

永

六

年

〉

五

月

四

日

限

江

匡

久

書

状

(

一

五

五

)

(
大
永
六
年
〉
五
月
廿
三
日
隈
江
匡
久
書
状
(
一
五
六
〉

(
大
永
六
年
〉
六
月
十
一
日
隈
江
区
久
書
状
(
一
五
七
〉

(

大

永

六

年

〉

七

月

十

日

隈

江

匡

久

書

状

(

一

五

八

)

(

大

永

六

年

)

八

月

廿

八

日

限

江

匡

久

書

状

三

六

O
〉

(

大

永

六

年

)

九

月

七

日

隈

江

匡

久

書

状

(

一

六

一

)

(
大
永
六
年
)
十
一
月
廿
一
日
限
江
匡
久
書
状
(
一
五
二
)

(

大

永

七

年

〉

七

月

品

川

日

限

江

匡

久

書

状

(

一

五

九

)

吉
日

寛寛寛天弘天享享享
永永永正治文禄禄禄

寛
永
八
年

寛
永
十
四
年

寛
永
十
八
年

寛
永
十
八
年

承
応
二
年

元
禄

元
禄

元
禄

{玉、水
正
徳

享
保

享
保

二
年
)

二
年
〉

二
年
〉

三
年

二
年

四
年

四
年

八
年

八
年

六
月
十
三
日

六
月
十
七
日

七
月
十
日

三
月

八
月
十
七
日

一
一
月
吉
日

七
月
廿
二
日

十
月
八
日

十
一
月
十
五
日

十
一
月
廿
五
日

七
月
八
日

七
月
廿
四
日

九
月

六三 三二 十七 三
年年 年年 年年 年

十
一
月
廿
一
日

八
月
廿
七
日

十
二
月
廿
日

四
月
廿
八
日

十
二
月

正
月

五
月

ノ、
日

隈

江

匡

久

書

状

〈

一

五

O
)

隈

江

匡

久

書

状

(

二

O
七〉

隈

江

匡

久

書

状

(

一

五

一

)

南

樵

雪

名

字

書

出

(

一

六

二

)

記

事

(

二

O
八
)

某

坪

村

(

三

O
九
)

御

能

組

交

名

(

三

四

O
)

山
田
七
郎
右
衛
門
覚
書
(
三
八
九
)

山
口
勘
左
衛
門
・
山
口
筑
前
連
署
覚
書

(
三
八
七
)

山

田

主

殿

助

書

状

(

二

五

六

)

某

願

文

(

二

O
五〉

山
田
七
郎
右
衛
門
覚
書
(
三
四
二
)

山
田
七
郎
右
衛
門
申
状
(
一
三
二
)

高
崎
五
右
衛
門
・
山
田
七
郎
右
衛
門
連
署

借

状

(

一

一

二

八

)

平
田
宗
正
親
械
達
書
(
一
六
八
)

記

録

所

達

書

(

一

六

六

)

山
田
七
郎
右
衛
門
覚
留
(
一
ニ
三
七
〉

記

録

所

達

書

(

一

六

九

)

山
田
七
郎
右
衛
門
書
下
(
三
九
一
)

山
田
七
郎
右
衛
門
書
状
(
一
一
一
一
六
)

福
島
大
明
神
社
記
写
(
一
三
三
ハ
〉
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「
天
明

天天
明明

天
明

五
年
」

十
月
廿
一
日

五五
年年

十
一
月
七
日

十
二
月
廿
八
日

七
年

五
月
五
日

正
月
四
日

正
月
八
日

正
月
十
日

正
月
十
一
日

正
月
十
九
日

正
月
廿
目

正
月
廿
八
日

二
月
三
日

二
月
十
五
日

二
月
廿
三
日

二
月
廿
五
日

三
月
二
日

三
月
四
日

三
月
五
日

三
月
八
日

三
月
十
一
日

山
田
八
郎
右
衛
門
・
亀
山
長
太
夫
連
署
口

上

覚

(

二

四

三

)

山
田
八
郎
右
衛
門
覚
書
(
二
四
二
)

島
津
久
金
外
四
名
連
署
知
行
目
録(

一
七

O
)

山

田

久

柄

議

文

(

コ

一

九

二

)

大

蔵

種

国

書

状

(

一

八

三

〉

頼

朝

相

伝

日

記

(

三

七

九

〉

山
田
次
郎
右
衛
門
口
上
覚
留
(
二
六
七
〉

川

上

久

国

書

状

(

二

六

O
)

三

島

通

清

書

状

(

三

ハ

=

一

)

山
田
次
郎
右
衛
門
覚
書
(
二
二
三
)

山
下
喜
右
衛
門
覚
書
つ
一
二
五
〉

時
成
・
親
宗
連
署
書
状
(
二
七
四
)

山

田

久

通

書

状

(

三

八

四

)

大
山
村
給
地
目
録
(
一
一
二
九
)

谷

山

覚

信

書

状

(

七

六

)

山

田

忠

尚

書

状

(

二

七

七

)

島

津

光

久

書

状

三

二

O
)

隈

江

匡

久

書

状

(

三

二

O
)

村

田

経

安

書

状

(

二

五

九

)

隈
江
匡
久
・
中
野
歳
信
連
著
書
状(

一
五
三
)

三
月
十
八
日

三
月

三
月

四
月
六
日

四
月
廿
日

四
月
廿
四
日

四
月
廿
八
日

五
月
四
日

五
月
十
六
日

閏
五
月
廿
六
日

六
月
九
日

六
月
十
一
日

六
月
十
一
日

七
月
二
日

七
月
十
日

七
月
十
九
日

七
月
廿
日

七
月
廿
一
日

七
月
廿
二
日

七
月
廿
八
日

七
月

八
月
九
日

八
月
十
三
日

島
津
道
恵
書
状

島
津
久
起
達
書
写

島
津
久
起
達
書
写

山
田
筑
前
某
覚
書

山
田
七
郎
右
衛
門
口
上
覚

山
田
九
郎
左
衛
門
覚
書

限
江
匡
久
書
状

山
田
八
郎
右
衛
門
口
上
覚

隈
江
匡
久
書
状

山
田
七
郎
右
衛
門
覚
留

島
津
忠
国
書
状

足
利
某
御
内
書

某
書
状

藤
原
忠
幸
書
状

島
津
久
元
書
状

島
津
忠
昌
書
状

山
田
九
郎
左
衛
門
口
上
覚

隈
江
匡
久
書
状

記
録
所
達
書

山
田
喜
右
衛
門
書
状

島
津
久
泰
申
渡
書

僧
仁
巻
書
状

島
津
久
元
書
状

(
一
一
一
)

(
一
七
一
)

(
一
七
二
)

(
三
八
五
)

(
二
二
四
〉

三
六
五
)

ハ
一
五
四
〉

(
二
四
五
〉

(一一一二三〉

(
三
四
三
)

(
一
四
七
)

(
一
一
三
九
)

(
三
三
三
)

ハ
三
七
)

(
三
一
一
一
一
)

(
一
四
八
)

(
三
四
四
〉

(一一一一一二)

(
三
九
三
)

(
二
二
七
〉

(
二
四
六
)

(
九
六
)

(
一
一
六
一
)
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八
月
十
七
日

八
月

山田文書編年順目録

九
月
十
一
日

九
月
十
七
日

九
月
廿
一
日

九
月
廿
四
日

九
月
廿
四
日

九
月
冊
目

十
月
十
三
日

十
月
十
七
日

十
月
十
九
日

十
月
廿
日

十
月
廿
一
日

十
月

十
一
月
十
八
日

十
一
月
廿
三
日

十
一
月
廿
六
日

十
二
月
十
三
日

十
二
月
十
五
日

十
二
月
廿
三
日

山

田

忠

廉

書

状

(

三

八

八

)

薩
摩
国
谷
山
郡
山
田
・
上
別
府
北
久
方
藍

注

文

(

三

五

九

)

山

田

良

久

書

状

(

二

七

六

)

鎌

田

筑

後

覚

書

(

二

五

八

)

山
田
七
郎
右
衛
門
口
上
覚
(
三
九
O
)

島
津
久
元
書
状
(
一
二
ハ
ニ
〉

隈

江

匡

久

書

状

(

一

一

三

一

)

沙

弥

津

性

書

状

(

三

四

)

島

津

忠

昌

書

状

(

一

四

九

〉

山
田
七
郎
右
衛
門
尉
覚
書
(
一
三
四
)

山

田

忠

豊

書

状

(

二

八

O
)

山
田
七
郎
右
衛
門
覚
書
(
三
三
八
)

道

安

書

状

(

二

七

五

〉

藩

申

波

書

(

三

四

一

)

孝

宗

書

状

(

二

七

九

)

島

津

久

豊

書

状

〈

一

三

七

)

鳥

津

久

豊

書

状

ハ

一

三

八

)

山
田
七
郎
右
衛
門
・
山
田
六
郎
右
衛
門
連

署

書

状

(

一

一

三

九

)

山
田
次
郎
宥
衛
門
・
山
田
久
陳
連
署
書
状
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